
事 務 連 絡  

令和４年１月 28 日 

 

各都道府県消防防災主管部（局） 

東京消防庁・各指定都市消防本部 

 

 

消防庁消防・救急課 

 

 

「定年引上げに伴う条例例及び規則例等の整備の概要について」について 

 

 

平素より、消防行政に御理解と御協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

総務省自治行政局公務員部公務員課及び給与能率推進室より、「定年引上げに

伴う条例例及び規則例等の整備の概要について」（令和３年 12 月 28 日付け総行

公第 154 号・総行給第 81 号総務省自治行政局公務員部公務員課長、総務省自治

行政局公務員部給与能率推進室長通知）が発出されましたので、情報提供いたし

ます。 

各都道府県におかれては、貴都道府県管内の消防本部に対してもこの旨周知

願います。 

 

（別添資料） 

○ 「定年引上げに伴う条例例及び規則例等の整備の概要について」（令和３年

12 月 28 日付け総行公第 154 号・総行給第 81 号総務省自治行政局公務員部

公務員課長、総務省自治行政局公務員部給与能率推進室長通知） 

御中 
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総 行 公 第 1 5 4 号 

総 行 給 第 8 1 号 

令和３年1 2月 2 8日 

各都道府県総務部長 

（人事担当課、市町村担当課、区政課扱い） 

各指定都市総務局長             殿 

（人事担当課扱い） 

各人事委員会事務局長 

 

 

 

総務省自治行政局公務員部公務員課長   （公印省略） 

総務省自治行政局公務員部給与能率推進室長（公印省略） 

 

 

定年引上げに伴う条例例及び規則例等の整備の概要について 

 

地方公務員の定年引上げとこれに伴う管理監督職勤務上限年齢制、定年前再任用短時

間勤務制及び情報提供意思確認制度の導入、暫定再任用制度の措置並びに60歳以上の職

員の給与の取扱い等に関しては、令和３年６月11日付け総行公第47号総務大臣通知及び

令和３年８月31日付け総行公第89号ほか総務省自治行政局公務員部長通知によりお知ら

せしたところですが、制度改正に伴い必要となる条例及び人事委員会規則（人事委員会

を置かない地方公共団体においては、公平委員会規則又は地方公共団体の規則。以下同

じ。）の規定の整備の例に関し、下記のとおり、その概要をお知らせします。各地方公

共団体におかれては、本通知を活用し、令和５年４月１日の施行に向けて、定年引上げ

を円滑に実施できるよう準備を進めていただくようお願いします。 

なお、改正条例例及び改正規則例等については、定年引上げに関する人事院規則等の

公布後にその内容を踏まえて提供する予定である旨申し添えます。 

各都道府県知事におかれては、貴都道府県内の市区町村、一部事務組合及び広域連合

等（以下「市区町村等」という。）に対してもこの旨周知いただきますようお願いしま

す。なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、市

区町村等に対して本通知についての情報提供を行っていることを申し添えます。 

本通知は、地方公務員法第59条（技術的助言）、地方自治法第245条の４（技術的な助

言）及び地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号。以下「改正法」と

いう。）附則第２条（実施のための準備等）に基づくものです。 

 

記 

 

別添
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I 定年、勤務延長関係 

 

１ 職員の定年等に関する条例（案）（昭和56年10月８日自治公一第46号。以下「定

年条例案」という。）第３条（定年）について、定年を年齢65年と改めること。ま

た、これに伴い、現行の65歳以下の特例定年を定める規定を削除したうえで（ただ

し、定年引上げ期間中の特例定年の経過措置について、附則に３②の規定を置くこ

と。）、改正法による改正後の地方公務員法（以下「新法」という。）第28条の６

第３項に基づく特例定年を設定しようとする職員がいれば規定を新設すること。併

せて別表第１及び第２について必要な改正を行うこと。 

〈参考〉 

国においては、国家公務員法等の一部を改正する法律（令和３年法律第61号。以下「国家

公務員法等改正法」という。）第１条による改正後の国家公務員法（以下「新国家公務員

法」という。）第81条の６第２項ただし書の規定に基づき70歳の特例定年が措置される予定

の職員として、以下に掲げる施設等に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師（地方

厚生局、地方厚生支局及び国の行政機関の内部部局（これに相当するものを含む。）に置か

れた医療業務を担当する部署にあっては、人事院が定める医師又は歯科医師に限る。）があ

る。 

・ 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院 

・ 入国者収容所又は地方出入国在留管理局 

・ 国立ハンセン病療養所 

・ 地方厚生局又は地方厚生支局 

・ 国の行政機関の内部部局（これに相当するものを含む。）に置かれた医療業務を担当

する部署 

 

２ 定年条例案第４条（定年による退職の特例）について、特例任用対象職員で定年

退職日に管理監督職職員である者の勤務延長については、新法第28条の５第１項又

は第２項に基づく特例任用を行った場合に限るものとするなど、新法第28条の７を

踏まえた内容とすること。 

 

３ 附則に以下の規定（定年引上げ期間中の定年・特例定年の経過措置）を追加する

こと。 

 令和５年度から12年度までの間における定年について、国の職員の定年（新国

家公務員法附則第８条第１項）を基準として、以下のとおりとすること。（新法

附則第21項関係） 
令和５･６年度 令和７･８年度 令和９･10年度 令和11･12年度 

61歳 62歳 63歳 64歳 

 

 現行の特例定年職員であって、I１相当規定に基づく特例定年の対象としない者

がいる場合、令和５年度から12年度までの間における定年について、国の職員の

定年（新国家公務員法附則第８条第２項から第４項まで）を基準として、以下の
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とおりとすること。（同） 
対象職員 令和５･６年度 令和７･８年度 令和９～12年度 

現行62歳の特例定年職員 62歳  原則定年と同じ 

現行63歳の特例定年職員 63歳 63歳  

現行65歳の特例定年職員 65歳 65歳 65歳 

＊「原則定年」は、①の定年を指す。 

 

 現行の65歳特例定年職員であって、I１相当規定に基づいて70歳の特例定年の対

象とする者がいる場合、令和５年度から12年度までの間における定年について、

国の職員の定年（新国家公務員法附則第８条第１項）との権衡を失しないよう、

以下のとおりとすること。（新法附則第22項関係） 
令和５･６年度 令和７･８年度 令和９･10年度 令和11･12年度 

66歳 67歳 68歳 69歳 

 

４ 改正条例の附則として以下の規定を置くこと。 

 改正法による改正前の地方公務員法（以下「旧法」という。）の規定による勤

務延長職員について、I２相当規定の各号に掲げる事由があると認めるときは、１

年以内でその期限を延長することができるが、当該期限は、当該職員に係る旧法

に規定する定年退職日の翌日から起算して３年を超えることができないことを定

めること。（改正法附則第３条第６項関係） 

 

 改正条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和 14 年３月 31 日までの

間における勤務延長について、基準日（施行日、令和７年４月１日、令和９年４

月１日、令和 11 年４月１日及び令和 13 年４月１日をいう。以下この項において同

じ。）から翌年の３月 31 日までの間、基準日における新法の規定に基づく定年

（以下「新法定年」という。）が基準日の前日における新法定年（基準日が施行

日である場合には、施行日の前日における旧法の規定に基づく定年（以下「旧法

定年」という。）を超える職（基準日における新法定年が１（定年引上げ期間中

にあっては３①）に規定する定年である職に限る。））及びこれに相当する基準

日以後に新たに設置されたその他の人事委員会規則で定める職※２に、基準日から

翌年の３月 31 日までの間における勤務延長職員のうち、基準日の前日における当

該職の定年に達している職員（当該人事委員会規則で定める職にあっては、人事

委員会規則で定める職員※３）を、昇任し、降任し、又は転任することができない

ことを定めること※１。ただし、次に掲げる場合は、この限りでないことを定める

こと。 

(ｱ) 勤務延長職員を、法令の改廃による組織の変更等により、勤務延長に係る職

の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職に昇任し、降

任し、又は転任する場合 

(ｲ) 退職をする職員を、人事管理上の必要性に鑑み、当該退職の日に限り臨時的
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に置かれる職に転任する場合 

（同条第８項関係） 

※１ 定年引上げ年度の前年度までに一旦引上げ前の定年に達している者が勤務

延長後に定年が引上げられた職に転任等を行うことはできない趣旨。 

※２ これに相当する職があれば、既存の人事委員会規則又は新規の人事委員会

規則において定めること。なお、国における同趣旨の規定である、新国家公務

員法附則第３条第９項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職のうち、

当該官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日に

おける新国家公務員法定年が基準日の前日における新国家公務員法定年（同日

が令和５年３月31日である場合には、旧国家公務員法第81条の２第２項に規定

する定年に準じた年齢）を超える官職（当該官職に係る定年が新国家公務員法

第81条の６第２項本文に規定する定年である官職に限る。）とすることが予定

されている。 

・ 基準日以後に新たに設置された官職 

・ 基準日以後に法令の改廃による組織の変更等により名称が変更された官職 

※３ ※２の定めを置いた場合には、当該職への昇任等ができない職員を人事委

員会規則において定めること。なお、国における同趣旨の規定である、新国家

公務員法附則第３条第９項の人事院規則で定める職員は、新国家公務員法附則

第３条第９項に規定する官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合

において、同日における当該官職に係る新国家公務員法定年（同日が令和５年

３月31日である場合には、旧国家公務員法第81条の２第２項に規定する定年に

準じた年齢）に達している職員とすることが予定されている。 

 

 ①による勤務延長に関し、職員の同意、期限の繰上げ及び規則への委任につい

て、２と同様に定めること。（同条第９項関係） 

 

II 管理監督職勤務上限年齢による降任等関係（条例事項） 

 

１ 新法第28条の２第１項に規定する管理監督職について、地方自治法第204条第２項

に規定する管理職手当を支給される職員の職及びこれに準ずる職を定めるととも

に、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮を払

ったうえで、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であること

によりこの条の規定を適用することが著しく不適当と認められる職として除くべき

職があれば併せて定めること。 

〈参考〉 

①国において管理監督職に含まれる官職として予定しているものは以下のとおり。 

• 内閣官房の室長に準ずる官職として人事院が定める官職 

• 総務省の内部部局の室長に準ずる官職として人事院が定める官職 



5  

• 刑務所又は拘置所の看護課長、看護第一課長及び看護第二課長 

• 大使館又は政府代表部の参事官並びに総領事館の総領事及び領事のうち、行政職俸給表㈠

の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるものの官職 

• 税関又は沖縄地区税関の課長に準ずる官職として人事院が定める官職 

• 国税局又は沖縄国税事務所の課長に準ずる官職として人事院が定める官職 

• 植物防疫所若しくは那覇植物防疫事務所の統括植物検疫官又は動物検疫所若しくは動物検

疫所支所の課長に準ずる官職として人事院が定める官職 

• 地方整備局事務所の課長、北海道開発局の課長又は北海道開発局開発建設部の課長に準ず

る官職として人事院が定める官職並びに地方運輸局運輸支局の首席運輸企画専門官、地方

運輸局又は地方運輸局運輸支局の海事事務所の首席運輸企画専門官、地方運輸局運輸支局

の首席海事技術専門官及び運輸監部又は地方運輸局運輸支局の海事事務所の首席海事技術

専門官 

• 海上保安学校の部長に準ずる官職として人事院が定める官職 

• 行政職俸給表㈠の適用を受ける職員でその職務の級が７級であるものの官職のうち人事院

が定める官職 

• 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が５級であるものの官職のうち人事

院が定める官職 

• 公安職俸給表㈠の適用を受ける職員でその職務の級が８級であるものの官職のうち人事院

が定める官職 

• 公安職俸給表㈡の適用を受ける職員でその職務の級が７級であるものの官職のうち人事院

が定める官職 

• 次に掲げる職員が占める官職であって、臨時的に置かれる官職（人事管理上の必要性に鑑

み、当該職員の退職の日に限り臨時的に置かれる官職及び管理監督職から除かれる官職の

うち一部の官職（②Ⅰ１※の官職（特例定年を措置する予定の官職）～地方環境事務所の

国立公園調整官）若しくは管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職

（新国家公務員法第81条の２第１項に規定する管理監督職をいう。以下同じ。）への昇任

若しくは転任が予定されている職員又は任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員

となることが予定されている職員を引き続き任用するため、人事管理上の必要性に鑑み、

14日を超えない期間内（人事管理上特に必要と認める場合は必要と認める期間内）におい

て臨時的に置かれる官職を除く。） 

 行政職俸給表㈠の適用を受ける職員でその職務の級が７級以上であるもの 

 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が５級以上であるもの 

 税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が７級以上であるもの 

 公安職俸給表㈠の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの 

 公安職俸給表㈡の適用を受ける職員でその職務の級が７級以上であるもの 

 海事職俸給表㈠の適用を受ける職員でその職務の級が６級以上であるもの 

 教育職俸給表㈠の適用を受ける職員でその職務の級が４級以上であるもの 

 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が５級以上であるもの 

 医療職俸給表㈡の適用を受ける職員でその職務の級が７級以上であるもの 

 医療職俸給表㈢の適用を受ける職員でその職務の級が６級以上であるもの 

 福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が６級であるもの 

• 行政執行法人の官職のうち、俸給の特別調整額支給官職に相当する官職として人事院が定

める官職 

• 上記に掲げる官職のほか、これらに相当する官職として人事院が定める官職 

 

②国において管理監督職から除かれる官職として予定しているものは以下のとおり。 

• Ⅰ１※の官職（特例定年を措置する予定の官職） 

• 病院、療養所、診療所その他の国の部局又は機関に勤務し、医療業務に従事する医師及び

歯科医師が占める官職（Ⅰ１※の官職を除く。） 

• 研究所、試験所等の長で人事院が定める官職 

• 迎賓館長 

• 宮内庁次長 

• 金融庁長官 



6  

• 国税不服審判所長 

• 海難審判所の審判官及び理事官 

• 運輸安全委員会事務局の船舶事故及びその兆候に関する調査をその職務の内容とする事故

調査官で人事院が定める官職 

• 地方環境事務所の国立公園調整官 

• 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が３級であるものの官職 

• 指定職俸給表の適用を受ける職員が占める官職であって、次に掲げるもの 

 人事管理上の必要性に鑑み、当該職員の退職の日に限り臨時的に置かれる官職 

 上記に掲げる官職のうち一部の官職（②Ⅰ１※の官職（特例定年を措置する予定の官

職）～国税不服審判所長）若しくは管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超え

る管理監督職への昇任若しくは転任が予定されている職員又は任命権者の要請に応じ

特別職に属する国家公務員となることが予定されている職員を引き続き任用するた

め、人事管理上の必要性に鑑み、14日を超えない期間内（人事管理上特に必要と認め

る場合は必要と認める期間内）において臨時的に置かれる官職 

• 上記に掲げる官職のほか、職務と責任の特殊性により法第81条の２の規定を適用すること

が著しく不適当と認められる官職として人事院が定める官職 

等 

 

２ 管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とすること。ただし、国及び他の地方公共

団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮を払ったうえで、その職務と

責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより管理監督職勤務上

限年齢を60歳とすることが著しく不適当と認められる職（現行61～64歳の特例定年

が措置されている職等）については、61歳～64歳の範囲内において管理監督職勤務

上限年齢を措置することが考えられるものであること。（新法第28条の２第２項関

係） 

〈参考〉 

国において管理監督職勤務上限年齢を62歳とする官職として予定しているものは以下のとお

り。 

• 事務次官（外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものが占める場合を除く。以下

同じ。）、会計検査院事務総長、人事院事務総長及び内閣法制次長 

• 外局（国家行政組織法（昭和23年法律第120号）第３条第３項の庁に限る。以下同じ。）

の長官、警察庁長官及び消費者庁長官 

• 会計検査院事務総局次長、内閣衛星情報センター所長、内閣審議官のうちその職務と責任

が事務次官又は外局の長官に相当するものとして人事院が定める官職、内閣府審議官、地

方創生推進事務局長、知的財産戦略推進事務局長、科学技術・イノベーション推進事務局

長、公正取引委員会事務総長、警察庁次長、警視総監、カジノ管理委員会事務局長、金融

国際審議官、デジタル審議官、総務審議官、外務審議官（外交領事事務に従事する職員で

人事院が定めるものが占める場合を除く。）、財務官、文部科学審議官、厚生労働審議

官、医務技監、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官、地球環境審議

官及び原子力規制庁長官 

 

国において管理監督職勤務上限年齢を63歳とする官職として予定しているものは以下のとお

り。 

• 研究所、試験所等の副所長（これに相当する官職を含む。）で人事院が定める官職 

• 宮内庁の内部部局の官職のうち、次に掲げる官職 

 式部副長及び式部官 

 首席楽長、楽長及び楽長補 

 主膳長 

 主厨長 
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• 在外公館に勤務する職員及び外務省本省に勤務し外交領事事務に従事する職員で人事院が

定めるものが占める官職 

• 海技試験官 

 

３ 新法第28条の２第４項に規定する任命権者が遵守すべき基準については、以下の

内容を定めること。 

(ｱ) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任等

をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力

及び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に、

降任等をすること。 

(ｲ) 人事の計画その他の事情※を考慮した上で、他の職のうちできる限り上位の

職制上の段階に属する職に、降任等をすること。 

※  「その他の事情」には、例えば、当該職員が占めていた管理監督職と職

務内容が相互に類似する職群の範囲や、当該職員が有する他の職への降任

等についての意向、勤務地、職務内容等を勘案した上で降任等を行うべき

職の状況が含まれ、「できる限り上位の職制上の段階に属する職に、降任

等をすること」には、(ｳ)において上位職職員の降任等をした職が属する職

制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に降任等をする場合に、当

該下位の職制上の段階のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に

当該職員を降任等をすることが含まれる。 

(ｳ) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職

が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職

員（以下「上位職職員」という。）の他の職への降任等もする場合には、(ｱ)に

掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認めら

れる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職

制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任

等をすること。 

 

４ 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、以下

に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間

の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続

き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせること

ができることを定めること。（新法第28条の５第１項関係） 

(ｱ) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事

情があるため、その職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が

生ずるとき。 

(ｲ) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、又は当

該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の他の
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職への降任等による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支

障が生ずるとき。 

 

５ 任命権者は、４又はこの事項により異動期間が延長された管理監督職を占める職

員について、４に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動

期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内で延長された当該異動期間を

更に延長することができることを定めること。ただし、更に延長される当該異動期

間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算し

て３年を超えることができないことを定めること。（新法第28条の５第２項関係） 

 

６ 任命権者は、４により異動期間を延長することができる場合を除き、特定管理監

督職群（職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であって、これらの欠員を

容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職と

して人事委員会規則で定める管理監督職をいう。以下同じ。）に属する管理監督職

を占める職員について、当該職員の他の職への降任等により、特定管理監督職群に

属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び

当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員（当該管理監督職に係る

管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。）の数が当該管理監督職の数に満た

ない等の事情があるため、管理監督職を現に占める職員の他の職への降任等により

当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障

害が生ずる事由があるときは、引き続き当該職員に当該管理監督職を占めたまま勤

務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監

督職に降任し、若しくは転任することができることを定めること。（新法第28条の

５第３項関係） 

 

７ 任命権者は、 ４若しくは５により異動期間が延長された管理監督職を占める職員

について６に規定する事由があると認めるとき（５により延長された当該異動期間

を更に延長することができるときを除く。）、又は６若しくはこの事項により異動

期間が延長された管理監督職を占める職員について、６に規定する事由が引き続き

あると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超

えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができることを定める

こと。（新法第28条の５第４項関係） 

 

８ ６又は７により管理監督職群に属する管理監督職を占める職員のうちいずれをそ

の異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該

管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任す

るかは、任命権者が、人事評価の結果、人事の計画その他の事情を考慮した上で、

最も適任と認められる職員を、公正に判断して定めるものとすることを定めること。
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（新法第28条の５第５項関係） 

 

９ 任命権者は、４～７ により異動期間を延長する場合及び６により他の管理監督職

に降任等をする場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならないことを定め

ること。（新法第28条の５第５項関係） 

 

１０ 任命権者は、４～７により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の

末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の職への降任等を

するものとすることを定めること。（新法第28条の５第５項関係） 

 

１１ ４～７を実施するために必要な手続は、人事委員会規則で規定することを定め

ること。（新法第28条の５第５項関係） 

 

III 管理監督職勤務上限年齢による降任等関係（規則事項） 

 

１ 新法第28条の５第３項に規定する「人事委員会規則（人事委員会を置かない地方

公共団体においては、地方公共団体の規則）で定める管理監督職」について、職務

の内容が相互に類似する複数の管理監督職であって、これらの欠員を容易に補充す

ることができない年齢別構成その他特別の事情がある管理監督職を定めること。 

〈参考〉 

国において新国家公務員法第81条の５第３項に規定する「人事院規則で定める管理監督職」と

して予定されているものは以下のとおり。 

• 管区行政評価局等の特定管理監督職群 

管区行政評価局の総務行政相談部長、評価監視部長及び地域総括評価官並びに沖縄行政

評価事務所の所長並びに四国行政評価支局の総務行政相談管理官、地域総括評価官及び評

価監視部長並びに行政評価事務所の所長 

• 総合通信局等の特定管理監督職群 

総務省の内部部局の室長、企画官及び調査官（いずれも人事院が定める官職に限る。）

並びに情報通信政策研究所の部長及び課長並びに総合通信局の部長、次長、課長、信書便

監理官、室長及び人事院が定める官職並びに沖縄総合通信事務所の次長、課長、信書便監

理官及び室長 

• 矯正管区等の特定管理監督職群 

矯正管区の管区監査官、矯正就労支援情報センター室長、課長、管区調査官、成人矯正

調整官及び少年矯正調整官並びに刑務所若しくは少年刑務所又は拘置所の支所長、課長

（公安職俸給表㈠の適用を受ける職員が占める官職（支所に属する官職を除く。）に限

る。）及び上席統括矯正処遇官並びに少年院又は少年鑑別所の庶務課長及び統括専門官 

• 国税局等の特定管理監督職群 

国税局の部長、統括国税管理官、主任国税管理官、統括国税調査官、統括国税徴収官及

び統括国税査察官並びに沖縄国税事務所の統括国税徴収官、統括国税管理官及び主任国税

管理官並びに税務署の署長、副署長、特別国税徴収官、特別国税調査官、特別国税徴収

官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官並びに人事院が定

める官職 

• 都道府県労働局等の特定管理監督職群 

都道府県労働局の雇用環境・均等部長、雇用環境・均等室長並びに総務部、雇用環境・

均等部、雇用環境・均等室、労働基準部及び職業安定部の課長及び室長（雇用環境・均等
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室長を除く。）並びに労働基準監督署の署長及び支署長並びに公共職業安定所の所長 

• 北海道運輸局等の特定管理監督職群 

北海道運輸局の技術・防災課長、安全指導課長、首席自動車監査官及び整備・保安課長

並びに北海道運輸局札幌運輸支局又は北海道運輸局旭川運輸支局の首席陸運技術専門官 

• 四国運輸局等の特定管理監督職群 

四国運輸局の自動車技術安全部長、技術・安全課長、首席鉄道安全監査官、安全指導推

進官、整備・保安課長、技術課長及び保安・環境調整官並びに四国運輸局運輸支局の次長 

• 地方航空局等の特定管理監督職群 

国土交通省の内部部局の首席運航審査官、首席航空従事者試験官及び次席飛行検査官並

びに地方航空局の先任運航審査官及び先任航空従事者試験官 

• 管区海上保安本部等の特定管理監督職群 

管区海上保安本部の情報管理官、会計管理官、部次長、技術管理官、企画調整官、課

長、海洋情報企画調整官及び交通企画調整官並びに海上保安署の署長並びに人事院が定め

る官職 

• 環境省の内部部局等の特定管理監督職群 

環境省の内部部局の千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所長並びに地方環境事務所の総務課

長、資源循環課長及び環境対策課長並びに環境調査研修所の庶務課長、国立水俣病総合研

究センター総務課長並び人事院が定める官職 

• 福島地方環境事務所の特定管理監督職群 

福島地方環境事務所の廃棄物対策課長及び支所長 

• 地方環境事務所の特定管理監督職群 

地方環境事務所の国立公園課長、野生生物課長、自然環境整備課長及び統括自然保護企

画官 

 

２ 上記のほか、手続に関する事項について必要な規定を置く可能性があること。 

 

IV 定年前再任用短時間勤務制関係（条例事項） 

 

１ 任命権者は、年齢60年以上退職者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で

定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職（当該職を占める職員の一週間当

たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と

同種の職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職を

いう。以下同じ。）に採用することができることを定めること。ただし、条例年齢

以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日

（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤

務の職と同種の職を占めているものとした場合におけるI１相当規定に規定する定年

退職日をいう。）を経過した者であるときは、この限りでないことを定めること。

（新法第22条の４第１項関係） 

 

２ 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をさ

れることを希望する者（以下「定年前再任用希望者」という。）に次に掲げる事項

を明示し、その同意を得なければならないことを定めること。また、当該定年前再

任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同
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様とすることを併せて定めること。 

(ｱ) 定年前再任用を行う職に係る職務内容 

(ｲ) 定年前再任用を行う日 

(ｳ) 定年前再任用に係る勤務地 

(ｴ) 定年前再任用をされた場合の給与 

(ｵ) 定年前再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間 

(ｶ) (ｱ)～(ｵ)のほか、任命権者が必要と認める事項 

 

３ 組合（新法第22条の５第１項に規定する地方公共団体の組合をいう。以下この条

において同じ。）を組織する任命権者（同項に規定する地方公共団体の任命権者を

いう。）は、１本文によるほか、当該組合の条例年齢以上退職者を、従前の勤務実

績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採

用することができることを定めること。ただし、条例年齢以上退職者がその者を採

用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過した者であるとき

は、この限りでないことを定めること。（新法第22条の５関係） 

※  地方公共団体の組合にあっては、当該組合を組織する地方公共団体の退職者の

定年前再任用について、同様の規定を置くこと。 

 

４ 定年前再任用短時間勤務職員等に関する経過措置について、改正条例の附則に、

任命権者は、基準日（令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和11年４月１日及

び令和13年４月１日をいう。以下この事項において同じ。）から基準日の翌年の３

月31日までの間、基準日における定年相当年齢（１に規定する短時間勤務の職（以

下「短時間勤務の職」という。）を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務

が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合におけるI１相当規定

に規定する定年をいう。以下同じ。）が基準日の前日における定年相当年齢を超え

る短時間勤務の職（基準日における定年相当年齢がI１相当規定に規定する定年であ

る短時間勤務の職に限る。）及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤

務の職その他の人事委員会規則で定める短時間勤務の職（以下「原則定年相当年齢

引上げ短時間勤務職」という。）に、基準日の前日までに新法による年齢60年以上

退職者（基準日前からI１相当規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含

む。）のうち基準日の前日において同日における原則定年相当年齢引上げ短時間勤

務職に係る定年相当年齢に達している者（当該人事委員会規則で定める短時間勤務

の職にあっては、人事委員会規則で定める者）を、１により採用することができ

ず、定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新法第22条の４第３項に規定する定年前

再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）のうち基

準日の前日において同日における原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る定年

相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員（当該人事委員会規則で定める

短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職
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員）を、昇任し、降任し、又は転任することができないことを定めること。（改正

法附則第３条第２項関係） 

※  定年引上げ年度の前年度までに一旦引上げ前の定年に達している者については、

原則として定年が引上げられた職で定年前再任用短時間勤務職員となることがで

きない趣旨。 

 

５ 改正条例の附則に、本改正に伴う以下の他条例改正規定を置くこと。 

 職員の勤務時間、休暇等に関する条例（案）（平成６年８月５日自治能第65号

別紙）について、第２条第３項の規定を定年前再任用短時間勤務職員に関する規

定に改めるなど、必要な改正を行うこと。 

 

V 定年前再任用短時間勤務制関係（規則事項） 

 

１ 新法第22条の４第１項（及び第22条の５第１項 ※地方公共団体の組合にあって

は第22条の５第２項）に規定する人事委員会規則で定める情報について、定年前再

任用希望者についての以下の情報を定めること。 

(ｱ) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前

の勤務実績 

(ｲ) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他

定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項 

 

２ 附則に、IV４の「人事委員会規則で定める短時間勤務の職」、「人事委員会規則

で定める者」及び「人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員」を定め

ること。 

※  なお、国において、新国家公務員法附則第３条第２項の「人事院規則で定める

短時間勤務の官職」、「人事院規則で定める者」及び「人事院規則で定める定年

前再任用短時間勤務職員」は以下の内容が予定されている。 

・ 「人事院規則で定める短時間勤務の官職」：次に掲げる官職のうち、当該官

職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における

新国家公務員法定年相当年齢が基準日の前日における新国家公務員法定年相当

年齢を超える短時間勤務の官職（当該官職に係る新国家公務員法定年相当年齢

が新国家公務員法第81条の６第２項本文に規定する定年である短時間勤務の官

職に限る。） 

 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の官職 

 基準日以後に法令の改廃による組織の変更等により名称が変更された短時間

勤務の官職 

・ 「人事院規則で定める者」：前述の官職が基準日の前日に設置されていたも

のとした場合において、同日における当該官職に係る新国家公務員法定年相当
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年齢に達している者 

・ 「人事院規則で定める定年前再任用短時間勤務職員」：前述の官職が基準日

の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該官職に係

る新国家公務員法定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員 

 

VI 情報提供・意思確認関係 

 

１ 職員（臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

及び非常勤職員、I１相当規定に基づき65歳を超える特例定年を設定する職員並びに

旧法第28条の２第３項に基づき65歳の特例定年を設定された職員を除く。）が年齢

60年（管理監督職勤務上限年齢が60歳超の職を占める職員にあっては当該管理監督

職勤務上限年齢とする。）に達する年度の前年度（当該前年度に職員でなかった者

で、当該前年度の末日後に採用された職員にあっては、採用された日から同日の属

する年度の末日までの間とし、異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行

うべき年度の末日を経過することとなった職員にあっては、当該職員の異動等の日

が属する年度（当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度とする。）と

する。）において、当該職員に対し、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用さ

れる任用及び給与に関する措置の内容等を提供するものとするとともに、同日の翌

日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとすることを定めること。

（新法附則第23項関係） 

 

２ １により職員に提供する情報は、以下の情報（(ｱ)、(ｳ)及び(ｴ)の情報にあっては、

当該職員が年齢60年等に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。）と

することを定めること。 

(ｱ) II４～７による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報 

(ｲ) IV１（及び３）による定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短

時間勤務職員」という。）の任用に関する情報 

(ｳ) IX１～１１による年齢60年等に達した日後における最初の４月１日以後の当

該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報 

(ｴ) X７①・②による当該職員が年齢60年等に達した日からI１の定年に達する日

の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本

額を当該職員が当該退職をした日に同項I１により退職をしたものと仮定した場

合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報 

(ｵ) (ｱ)～(ｴ)のほか、１により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者

が認める情報 

 

３ 任命権者は、１により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十

分に確保するよう努めなければならないことを定めること。また、勤務の意思の確
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認においては、以下の事項を確認することを併せて定めること。 

(ｱ) 引き続き常勤勤務を要する官職を占める職員として勤務する意思 

(ｲ) 年齢60年等に達する日以後の退職の意思 

(ｳ) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向 

(ｴ) その他任命権者が必要と認める事項 

 

４ 改正条例の附則において、改正法附則第２条第３項に規定する「条例で定める年

齢」を年齢60年と定めること。 

※ 改正法附則第２条第３項の規定により施行日前に情報の提供及び勤務の意思の確

認を行うべき職員の対象に関し、その対象年齢を１と同様に定める趣旨であること

から、この規定については改正条例の公布日に施行する必要があること（XI参照）。 

 

VII 暫定再任用職員関係（条例事項） 

 

１ 改正法附則第４条から第７条までの規定に基づく再任用（以下「暫定再任用」と

いう。）について、以下のとおり定めること。（改正法附則第４条関係） 

 (ｱ)～(ｴ)に掲げる施行日前退職者のうち、年齢65年（特定年齢）に達する日以後

における最初の３月31日（特定年齢到達年度の末日）までの間にある者であって、

採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧法定年（施行日以後に設置された

職等にあっては、旧法定年に相当する年齢）に達している者を、人事委員会規則

で定める情報に基づく選考により、１年以下の任期でその職に採用することがで

きる旨定めること。 

(ｱ) 施行日前に定年退職した者 

(ｲ) 旧法等の規定により勤務延長された後退職した者 

(ｳ) 25年以上勤続して退職した者であって退職の日の翌日から起算して５年を経

過する日までの間にあるもの 

(ｴ) 25年以上勤続して退職した者であって退職の日の翌日から起算して５年を経

過する日までの間に暫定再任用又は旧法の規定による再任用をされたことがあ

るもの 

 

 令和14年３月31日までの間、(ｱ)～(ｵ)に掲げる施行日以後退職者のうち、特定年

齢到達年度の末日までの間にある者であって、採用しようとする常時勤務を要す

る職に係る新法定年に達している者を、人事委員会規則で定める情報に基づく選

考により、１年以下の任期でその職に採用することができる旨定めること。 

(ｱ) 施行日以後に定年退職した者 

(ｲ) 施行日以後に勤務延長された後退職した者 

(ｳ) 施行日以後に定年前再任用短時間勤務職員としての任期を満了して退職した
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者 

(ｴ) 25年以上勤続して退職した者であって退職の日の翌日から起算して５年を経

過する日までの間にあるもの 

(ｵ) 25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して５年

を経過する日までの間に暫定再任用をされたことがあるもの 

 

 ①・②の任期について更新（再更新を含む。以下同じ。）することができるが、

その任期の末日は特定年齢到達年度の末日以前でなければならないことを定める

こと。 

 

 ③の任期の更新は、当該更新直前の任期における勤務成績が良好である場合に

行うことができるものとすることを定めること。 

 

 任命権者は、③の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なけ

ればならないことを定めること。 

 

２ （地方公共団体の組合以外の地方公共団体の場合※）任命権者（改正法附則第５

条第１項に規定する地方公共団体の任命権者をいう。以下この条において同じ。）

による組合（改正法附則第５条第１項に規定する地方公共団体の任命権者をいう。

以下この条において同じ。）の退職者の常時勤務を要する職への暫定再任用につい

て、以下の内容を定めること。（改正法附則第５条関係） 

※ 地方公共団体の組合にあっては、当該組合を組織する地方公共団体の退職者の暫

定再任用について、同様の規定を置くこと。 

 

 １①(ｱ)～(ｴ)に掲げる施行日前退職者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間

にある者であって、採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧法定年（施行

日以後に設置された職等にあっては、旧法定年に相当する年齢）に達している者

を、人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、１年以下の任期でその職

に採用することができる旨定めること。 

 

 令和14年３月31日までの間、１②(ｱ)～(ｵ)に掲げる施行日以後退職者のうち、特

定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、採用しようとする常時勤務を

要する職に係る新法定年に達している者を、人事委員会規則で定める情報に基づ

く選考により、１年以下の任期でその職に採用することができる旨定めること。 

 

 ①・②の場合について、１③～⑤と同様の内容を定めること。 

 

３ 短時間勤務の職への暫定再任用について、以下の内容を定めること。（改正法附
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則第６条関係） 

 １①(ｱ)～(ｴ)に掲げる施行日前退職者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間

にある者であって、採用しようとする短時間勤務の職に係る旧地方公務員法定年

相当年齢（改正法附則第６条第１項に規定する旧地方公務員法定年相当年齢をい

う。以下同じ。）（施行日以後に設置された職等にあっては、旧地方公務員法定

年相当年齢に相当する年齢）に達している者を、人事委員会規則で定める情報に

基づく選考により、１年以下の任期でその職に採用することができる旨定めるこ

と。 

 

 令和14年３月31日までの間、１②(ｱ)～(ｵ)に掲げる施行日以後退職者のうち、特

定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、採用しようとする短時間勤務

の職に係る新地方公務員法定年相当年齢（改正法附則第６条第２項に規定する新

地方公務員法定年相当年齢をいう。以下同じ。）に達している者（IV１の規定に

より当該職に採用することができる者を除く。）を、人事委員会規則で定める情

報に基づく選考により、１年以下の任期でその職に採用することができる旨定め

ること。 

 

 ①・②の場合について、１③～⑤と同様の内容を定めること。 

 

４ （地方公共団体の組合以外の地方公共団体の場合※）任命権者（改正法附則第７

条第１項に規定する地方公共団体の任命権者をいう。以下この条において同じ。）

による組合（改正法附則第７条第１項に規定する地方公共団体の任命権者をいう。

以下この条において同じ。）の退職者の短時間勤務の職への暫定再任用について、

以下の内容を定めること。（改正法附則第７条関係） 

※ 地方公共団体の組合にあっては、当該組合を組織する地方公共団体の退職者の暫

定再任用について、同様の規定を置くこと。 

 

 １①(ｱ)～(ｴ)に掲げる施行日前退職者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間

にある者であって、採用しようとする短時間勤務の職に係る旧地方公務員法定年

相当年齢（施行日以後に設置された職等にあっては、旧地方公務員法定年相当年

齢に相当する年齢）に達している者を、人事委員会規則で定める情報に基づく選

考により、１年以下の任期でその職に採用することができる旨定めること。 

 

 令和14年３月31日までの間、１②(ｱ)～(ｵ)に掲げる施行日以後退職者のうち、特

定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、採用しようとする短時間勤務

の職に係る新地方公務員法定年相当年齢に達している者（IV３により当該職に採

用することができる者を除く。）を、人事委員会規則で定める情報に基づく選考
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により、１年以下の任期でその職に採用することができる旨定めること。 

 

 ①・②の場合について、１③～⑤と同様の内容を定めること。 

 

５ 改正法附則第８条第３項及び第８条第４項により読み替えて適用する新法第22条

の４第４項に規定する「条例で定める職」及び「条例で定める年齢」を定めること。 

※ 施行日前に採用された暫定再任用職員のうち、対象職の旧法定年に達していない

者について当該職に昇任等を行うことができないことを定める法律の規定を受けて、

旧法定年が定まっていない職につき、その職及び旧法定年に相当する年齢を定める

趣旨。 

 

６ 改正法附則第８条第５項に規定する「条例で定める職」及び「条例で定める者」

を定めること。 

※ 定年引上げ期間中における引上げ年度前後における暫定再任用に関する定年年齢

の取扱いを定める法律の規定を受けて、引上げ前定年が定まっていない職につき、

その職及び暫定再任用の対象となる者を定める趣旨。 

 

７ 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされる

ことを希望する者に、次に掲げる事項を明示することを定めること。 

(ｱ) 暫定再任用を行う官職に係る職務内容 

(ｲ) 暫定再任用を行う日及び任期の末日 

(ｳ) 暫定再任用に係る勤務地 

(ｴ) 暫定再任用をされた場合の給与 

(ｵ) 暫定再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間 

(ｶ) (ｱ)～(ｵ)のほか、任命権者が必要と認める事項 

 

８ 職員の再任用に関する条例（案）（平成11年10月29日自治高第９号別紙）の規定

は廃止又は削除すること。 

 

VIII 暫定再任用職員関係（規則事項） 

 

１ 改正法附則第４条から第７条までに規定する「人事委員会規則で定める情報」

（暫定再任用職員の採用に係る選考に用いる情報）を以下のとおり定めること。 

(ｱ) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前

の勤務実績 

(ｲ) 暫定再任用をしようとする職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無

その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項 
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IX 給料関係 

 

１ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳（定年引上げ前の定年年齢が60歳

を超え64歳を超えない年齢とされている職員に相当する職員については、当該定年

の年齢）に達した日後における最初の４月１日（以下「特定日」という。）以後、

当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当

該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額とすること。（国家公務

員法等改正法第２条による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下「新一

般職給与法」という。）附則第８項相当） 

 

２ １の規定は、以下については適用しないこととすること。（新一般職給与法附則

第９項相当） 

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び

非常勤職員 

 定年引上げ前の定年年齢が65歳とされている職員 

 管理監督職を占める職員のうち、II４又は５の規定により異動期間が延長された

職員 

 I１の規定により65歳を超える特例定年が設定されている職を占める職員 

 I２の規定により勤務延長されている職員（定年退職日において１の規定が適用

されていた職員を除く。） 

 

３ 新法第28条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該

他の職への降任等をされた日（以下「異動日」という。）の前日から引き続き同一

の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に１の規定により当該職員の受ける給

料月額（以下「特定日給料月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受けてい

た給料月額に100分の70を乗じて得た額（以下「基礎給料月額」という。）に達しな

いこととなるとなる職員には、当分の間、特定日以後、１の規定により当該職員の

受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給

料として支給すること。（新一般職給与法附則第10項相当） 

 

４ ３の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計

額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合におい

ては、当分の間、特定日以後、１の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、

当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料

月額との差額に相当する額を給料として支給すること。（新一般職給与法附則第11

項相当） 

 

５ 国家公務員法等改正法第７条による改正後の警察法（以下「新警察法」という。）
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第56条の４第１項の規定により、特定地方警務官（警視正以上の階級にある都道府

県警察の警察官のうち、その属する都道府県警察において巡査の階級から順次警視

の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となった者及びこれに準ずるものとして国

家公安委員会規則で定める者をいう。以下同じ。）としての在職に引き続き、その

属する都道府県警察の警視以下の階級にある警察官に任命（以下「特定任命」とい

う。）された職員のうち、特定日給料月額が、当該特定任命をされた日の前日に当

該職員が適用を受けていた新一般職給与法第６条に規定する公安職俸給表に定めら

れる俸給月額に100分の70を乗じて得た額（以下「基礎俸給月額」という。）に達し

ないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、１の規定により当該職員の受け

る給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料と

して支給すること。 

 

６ ５の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計

額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合におい

ては、当分の間、特定日以後、１の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、

当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料

月額との差額に相当する額を給料として支給すること。 

 

７ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（１の規定の適用を受ける

職員に限り、３に規定する職員を除く。）であって、３の規定による給料を支給さ

れる職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受け

る給料月額のほか、３及び４の規定に準じて算出した額を給料として支給すること。

（新一般職給与法附則第12項相当） 

 

８ ３又は７の規定による給料を支給される職員以外の１の規定の適用を受ける職員

であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要がある

と認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、３、４及び

７の規定に準じて算出した額を給料として支給すること。（新一般職給与法附則第

13項相当） 

 

９ ３、５、７又は８の規定による給料を支給される職員に対する期末手当及び勤勉

手当における管理職加算の規定の適用については、給料月額を、給料月額及び３、

５、７又は８の規定による給料の額との合計額とすること。（新一般職給与法附則

第14項相当） 

 

１０ １の規定に基づく措置について、新法第27条第２項に規定する「降給」に位置

づけるとともに、職員の意に反する降給処分に関する処分説明書の交付義務対象か
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ら除くため、必要な読替規定を置くこと。（新一般職給与法附則第15項相当） 

 

１１ １～１０のほか、１の規定による給料月額、３の規定による給料その他１～    

１０の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定めること。（新一般職

給与法附則第16項相当） 

 

１２ １～１１の規定は、改正法附則第３条第５項又は第６項の規定により勤務して

いる職員には適用しないこととする経過規定を置くこと。（国家公務員法等改正法

附則第３条第10項相当） 

 

X 諸手当関係 

  

１ 職員の退職手当に関する条例（案）（昭和28年９月10日自丙行発第49号別紙。以

下「退職手当条例案」という。）第２条（退職手当の支給）の退職手当の支給範囲

について、一般職の地方公務員の定年退職者等の再任用の規定が削除されることに

伴い、必要な改正を行うこと。 

 

２ 退職手当条例案に新たに条を加え、新警察法第56条の４第１項の規定による特定

任命により職員となった後に退職した者に対して、減額前の給料月額が退職日の給

料月額よりも多い場合に適用される退職手当の基本額の計算方法の特例（いわゆる

「ピーク時特例」）に係る所用の規定を設けること。具体的には、ピーク時特例の

適用対象外とされる当該特定地方警務官（国家公務員）として在職していた期間に

ついて、定年引上げ前からの不利益が生じないようピーク時特例の適用対象とする

ための読替規定を設けること。併せて、第５条の２（給料月額の減額改定以外の理

由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額にかかる特例額）

の適用範囲から除外し、当該特定地方警務官より前に地方公務員として在職した期

間をピーク時特例の適用対象外とすること。 

 

３ 退職手当条例案第５条の３（定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る

特例）について、退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日に

おけるその者の年齢との差に相当する年数が１年である職員にあっては、割増率を

100分の２から100分の３に改めること。 

 

４ 退職手当条例案に新たに条を加え、２のピーク時特例における退職手当の基本額

について最高限度額を定めるための読替規定を設けること。 

 

５ 退職手当条例案第６条の３について、３と同様の内容に改めること。 
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６ 退職手当条例案第14条（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支

給制限）第１項第２号について、現行の再任用制度に代えて定年前再任用短時間勤

務制度が導入されることを踏まえた略称規定とすること。併せて、略称規定を引用

している条項（第14条第１項第３号、第15条第１項第２号及び第３号、第17条第５

項）について、必要な改正を行うこと。 

 

７ 退職手当条例案の附則について以下のとおり必要な改正を行うこと。 

 当分の間の措置として、現行の定年年齢に達した日以後、非違によることなく

退職した職員の退職手当の基本額については、勤続期間を同じくする定年退職の

場合の規定を準用すること。なお、現行の特例定年が65歳（以上）で定年が引き

上がらない職員や、I１による特例定年が設定される職を占める職員については、

当該措置を講じる必要がないため、適用除外とする規定を新たに設けること。 

 IX１による給料月額の減額については、退手条例案第５条の２第１項に規定す

る「給料月額の減額改定」に該当しないものとする規定を新たに設けること。 

 当分の間の措置として、応募認定退職者（第４条第１項第４号、第５条第１項

第３号及び第７号関係）及び25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続

いて勤続することを困難とする理由による退職者（第５条第１項第６号関係）に

ついて、第５条の３及び第６条の３の規定の適用に当たって、現行の対象期間と

同じになるよう読替え規定を設けること。 

 附則第25項については、当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対す

る退職手当の基本額の計算に当たり、①～③で新設する規定も適用すること。 

 附則第26項については、当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した

者で第３条第１項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額の

計算に当たり、②による給与の減額についても適用すること。 

 附則第27項については、当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で、

①の前段の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額の計算に当

たり、その勤続期間を35年とするとともに、附則第25項の規定により退職手当の

基本額を計算すること。 

 附則第31項については、２において特定地方警務官として在職していた期間に

ついてもピーク時特例の適用対象とすることに伴い、俸給月額の取扱いを新たに

規定すること。 

 ①～⑦のほか、原始附則のうち、既に実効性を喪失した項について削除するこ

と。併せて、これに伴い生じる項ずれや字句の整理を行うこと。 

 

８ 上記のほか、退職手当条例案第３条から第５条まで、第５条の３、第６条の３か

ら第６条の５まで、第13条から第15条まで、第17条、附則第１項、第28項及び第33

項、改正附則（昭和48年５月28日）第５項から第７項まで、改正附則（平成15年６

月６日）第４項、改正附則（平成18年１月18日）第２条及び第５条においては、上
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記改正による条移動等に伴う形式改正を行うこと。 

 

XI 施行期日 

令和５年４月１日とすること。ただし、VI４の規定は公布の日から施行することと

すること。 

 

XII （別紙）現行の条例例 
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め
、
そ
の
職
員
の
退
職
に
よ
る
欠
員
を
容
易
に

補
充
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。

三

当
該
職
務
を
担
当
す
る
者
の
交
替
が
そ
の
業
務
の
遂
行
上
重
大
な
障
害
と
な
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
た
め
、
そ
の
職
員

の
退
職
に
よ
り
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
き
。

２

任
命
権
者
は
、
前
項
の
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
事
由
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が
引
き
続
き
存
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
期
限
は
、
そ
の
職
員
に
係
る
定
年
退
職
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

３

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
引
き
続
い
て
勤
務
さ
せ
る
場
合
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
期
限
を
延
長
す

る
場
合
に
は
、
当
該
職
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
期
限
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
到
来
す
る
前
に
第
一
項
の
事
由
が
存
し

な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
の
同
意
を
得
て
、
期
日
を
定
め
て
そ
の
期
限
を
繰
り
上
げ
て
退
職
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

５

前
各
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
手
続
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

（
定
年
に
関
す
る
施
策
の
調
査
等
）

第
五
条

知
事
は
、
職
員
の
定
年
に
関
す
る
事
務
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
職
員
の
定
年
に
関
す
る
制
度
の
実
施
に

関
す
る
施
策
を
調
査
研
究
し
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
つ
い
て
適
切
な
方
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附

則
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（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
昭
和
六
十
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

第
四
条
の
規
定
は
、
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
九
十
二
号
。
以
下
「
改
正
法
」

と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
退
職
す
べ
き
こ
と
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
四
条
第
一
項
中
「
第
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
九

十
二
号
）
附
則
第
三
条
」
と
、
同
項
及
び
同
条
第
二
項
中
「
そ
の
職
員
に
係
る
定
年
退
職
日
」
と
あ
る
の
は
「
昭
和
六
十
年

三
月
三
十
一
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則
（
平
成
十
一
年
十
月
二
十
九
日
自
治
高
第
九
号
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

一

病
院
、
療
養
所
及
び
診
療
所

二

保
健
所

4



○

○
○
○

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

一

○
○
○

○

○
○
○

（
備
考
）

こ
の
条
例
第
三
条
第
一
項
の
定
年
年
齢
が
六
十
年
と
さ
れ
る
職
員
の
昭
和
五
十
八
年
度
に
お
け
る
勧
奨
退
職
年
齢
が
年
齢

五
十
七
年
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
昭
和
五
十
九
年
度
以
降
二
年
ご
と
に
年
齢
六
十
年
に
達
す
る
ま
で
一
年
ず
つ

当
該
職
員
の
退
職
年
齢
を
引
き
上
げ
る
も
の
と
し
た
場
合
の
こ
の
条
例
の
附
則
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
昭
和
六
十
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

昭
和
六
十
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
昭
和
六
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
三
条
第
一
項
の
適
用
に
つ
い
て

5



は
、
同
項
中
「
年
齢
六
十
年
」
と
あ
る
の
は
、
昭
和
六
十
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
昭
和
六
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
お
い
て
は
「
年
齢
五
十
八
年
」
と
し
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い

て
は
「
年
齢
五
十
九
年
」
と
す
る
。

３

第
四
条
の
規
定
は
、
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
九
十
二
号
。
以
下
「
改
正
法
」

と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
退
職
す
べ
き
こ
と
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
四
条
第
一
項
中
「
第
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
九

十
二
号
）
附
則
第
三
条
」
と
、
同
項
及
び
同
条
第
二
項
中
「
そ
の
職
員
に
係
る
定
年
退
職
日
」
と
あ
る
の
は
「
昭
和
六
十
年

三
月
三
十
一
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
（
案
）
（
平
成
十
一
年
十
月
二
十
九
日
自
治
高
第
九
号

別
紙
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条

の
四
第
一
項
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
法
第
二
十
八
条
の
五
第
二
項
及
び
第
二
十
八
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
地
方
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
号
。
附
則
第
二
条
に

お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
再
任
用
（
法
第
二
十
八
条
の
四
第

一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
も
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
す
る
こ
と
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
年
退
職
者
に
準
ず
る
も
の
）

第
二
条

法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
退
職
日
以
前
に
退
職
し
た
者
の
う
ち
勤
続
期
間
等
を
考
慮
し
て
法
第

二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
又
は
法
第
二
十
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
者
に

準
じ
て
再
任
用
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。
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一

二
十
五
年
以
上
勤
続
し
て
退
職
し
た
者
で
あ
っ
て
当
該
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の

間
に
あ
る
も
の

二

前
号
に
該
当
す
る
者
と
し
て
再
任
用
を
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

（
任
期
の
更
新
）

第
三
条

再
任
用
の
任
期
の
更
新
は
、
職
員
の
当
該
更
新
直
前
の
任
期
に
お
け
る
勤
務
実
績
が
良
好
で
あ
る
場
合
に
行
う
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

２

任
命
権
者
は
、
再
任
用
の
任
期
の
更
新
を
行
う
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
職
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
任
期
の
末
日
）

第
四
条

再
任
用
を
行
う
場
合
及
び
再
任
用
の
任
期
の
更
新
を
行
う
場
合
の
任
期
の
末
日
は
、
そ
の
者
が
年
齢
六
十
五
年
に
達

す
る
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
三
月
三
十
一
日
以
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
特
定
警
察
職
員
等
へ
の
適
用
期
日
）

第
二
条

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
附
則
第
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
特
定
警
察

職
員
等
（
附
則
第
四
条
に
お
い
て
「
特
定
警
察
職
員
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か

ら
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
二
十
八
条
の
四
か
ら
第
二
十
八
条
の
六
ま
で
及
び
こ
の
条
例
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で

の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
任
用
の
末
日
に
関
す
る
特
例
）

第
三
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
け
る
第
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
六
十
五
年
」
と
あ
る
の

は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

六
十
一
年

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

六
十
二
年

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

六
十
三
年

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

六
十
四
年

第
四
条

特
定
警
察
職
員
等
で
あ
る
職
員
に
対
す
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
け
る
第
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
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て
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
四
条
中
「
六
十
五
年
」
と
あ
る
の
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
重
に
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

六
十
一
年

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

六
十
二
年

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

六
十
三
年

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

六
十
四
年

附

則
（
平
成
十
三
年
十
月
三
日
総
行
高
第
三
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
総
行
高
第
二
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
案
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
一
週
間
の
勤
務
時
間
）

第
二
条

職
員
の
勤
務
時
間
は
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
三
十
八
時
間
四
十
五

分
と
す
る
。

２

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項

に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
た
職
員
（
同
法
第
十
七
条
の
規

定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
を
含
む
。
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
の
一
週
間

当
た
り
の
勤
務
時
間
は
、
当
該
承
認
を
受
け
た
育
児
短
時
間
勤
務
の
内
容
（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を

す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
す
る
こ
と
と
な
っ
た
短
時
間
勤
務
の
内
容
。
以
下
「
育
児
短

時
間
勤
務
等
の
内
容
」
と
い
う
。
）
に
従
い
、
任
命
権
者
が
定
め
る
。

３

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
同
法
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
で
同
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る

も
の
（
以
下
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
勤
務
時
間
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
憩
時
間
を

除
き
、
四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
十
五
時
間
三
十
分
か
ら
三
十
一
時
間
ま
で
の
範
囲
内
で
、
任
命
権

者
が
定
め
る
。

４

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
一
項
又
は
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
任
期
付
短
時
間
勤
務

職
員
」
と
い
う
。
）
の
勤
務
時
間
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に

つ
き
一
週
間
当
た
り
三
十
一
時
間
ま
で
の
範
囲
内
で
、
任
命
権
者
が
定
め
る
。

５

任
命
権
者
は
、
職
務
の
特
殊
性
又
は
当
該
公
署
の
特
殊
の
必
要
に
よ
り
前
各
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
す

る
こ
と
を
必
要
と
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
つ
い
て
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
）

第
三
条

日
曜
日
及
び
土
曜
日
は
、
週
休
日
（
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、

任
命
権
者
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
に
従
い
こ
れ
ら

の
日
に
加
え
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に
お
い
て
週
休
日
を
設
け
る
も
の
と
し
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及

び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
に
加
え
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に
お
い
て
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週
休
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

任
命
権
者
は
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に
お
い
て
、
一
日
に
つ
き
七
時
間
四
十
五
分
の
勤
務
時
間
を
割
り
振

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
は
、
一
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
該
育
児
短
時
間

勤
務
等
の
内
容
に
従
い
一
日
に
つ
き
七
時
間
四
十
五
分
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
し
、
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
、
一
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
い
て
、
一
日
に
つ
き
七
時
間
四

十
五
分
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。

３

任
命
権
者
は
、
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
及
び
次
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を

割
り
振
る
こ
と
が
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
規
則
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
告
を
経
て
、
四
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
週
を
単
位
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
期
間
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
単
位
期
間
」
と
い
う
。
）
ご
と
の
期
間
に
つ
き
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
時

間
と
な
る
よ
う
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
当
該
職
員
が
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
単
位
期
間
ご
と
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
該

育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
に
従
い
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。

４

任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
週
休
日
並
び
に
始
業
及
び
終
業

の
時
刻
に
つ
い
て
、
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
に
加
え
て
当
該
職
員
の
週
休
日
を
設
け
、

及
び
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
同
項
及
び
第
二
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
告
を
経
て
単
位
期
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
に
加
え
て
当
該
職
員
の
週
休
日
を
設
け
、
及
び
当
該
期
間
に
つ
き
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
時

間
と
な
る
よ
う
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

子
（
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
当
該
職
員
と
の

間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事

審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定

す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職
員
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
者
を
含
む
。
以
下
第
十
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
養
育
又
は
配
偶
者
等
（
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
を
い
う
。
第
十
七
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
介
護
を
す
る
職
員
で
あ
っ
て
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

二

前
号
に
掲
げ
る
職
員
の
状
況
に
類
す
る
状
況
に
あ
る
職
員
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

第
四
条

任
命
権
者
は
、
公
務
の
運
営
上
の
事
情
に
よ
り
特
別
の
形
態
に
よ
っ
て
勤
務
す
る
必
要
の
あ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
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前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

任
命
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
定
め
る
場
合
に
は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
四
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
八
日
の
週
休
日
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
っ
て
は
八
日
以
上
で
当

該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
に
従
っ
た
週
休
日
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は

八
日
以
上
の
週
休
日
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
職
務
の
特
殊
性
又
は
当
該
公
署
の
特
殊
の
必
要
（
育
児
短

時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
）
に
よ
り
、
四
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
八
日
（
育
児

短
時
間
勤
務
職
員
等
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
八
日
以
上
）
の
週
休
日
を

設
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
職
員
に
つ
い
て
、
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
一
日
以
上
の
割
合
で
週
休
日
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
っ
て
は
、

四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
一
日
以
上
の
割
合
で
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
に
従
っ
た
週
休
日

）
を
設
け
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
週
休
日
の
振
替
等
）

第
五
条

任
命
権
者
は
、
職
員
に
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
と
さ
れ
た
日
に
お
い
て

特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
条
第
二
項
か

ら
第
四
項
ま
で
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
勤
務
日
」
と
い
う
。

）
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
を
週
休
日
に
変
更
し
て
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務

時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
り
、
又
は
当
該
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
の
勤
務
時
間
の
う

ち
四
時
間
を
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
や
め
て
当
該
四
時
間
の
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が

あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
休
憩
時
間
）

第
六
条

任
命
権
者
は
、
一
日
の
勤
務
時
間
が
六
時
間
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
一
時
間
の
休
憩
時
間
を
勤

務
時
間
の
途
中
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

任
命
権
者
は
、
一
日
の
勤
務
時
間
が
六
時
間
を
超
え
七
時
間
四
十
五
分
以
下
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
と

職
員
の
健
康
及
び
福
祉
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
き
は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
休
憩
時

間
を
四
十
五
分
以
上
一
時
間
未
満
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
休
憩
時
間
は
、
職
務
の
特
殊
性
又
は
当
該
公
署
の
特
殊
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
規
則
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
斉
に
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
休
息
時
間
）

第
七
条

任
命
権
者
は
、
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
に
つ
い
て
、
所
定
の
勤
務
時
間
の
う
ち
に
、
人
事
委
員
会
の
定
め
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る
基
準
に
従
い
、
休
息
時
間
を
置
く
も
の
と
す
る
。

（
船
員
の
勤
務
時
間
等
の
特
例
）

第
八
条

任
命
権
者
は
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
船
舶
に
乗
り
組
む
職
員
の
勤
務
時
間
に
つ
い
て
、
人
事
委
員
会
規

則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
五
十
二
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
三
十

八
時
間
四
十
五
分
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
っ
て
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
時
間
、
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
時
間
、
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
同
条
第
四
項

の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
時
間
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

任
命
権
者
は
、
船
舶
に
乗
り
組
む
職
員
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤

務
職
員
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
、
前
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
を
一
週

間
当
た
り
一
時
間
十
五
分
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
第
三
条
第
二
項
の

規
定
は
適
用
し
な
い
。

３

任
命
権
者
は
、
船
舶
に
乗
り
組
む
職
員
の
う
ち
第
三
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
れ
た

職
員
に
つ
い
て
、
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
を
一
週
間
当
た
り
一
時
間
十
五
分
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

任
命
権
者
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
定
め
る
場
合
に
は
、
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一

項
の
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
一
日
以
上
の
割
合
で
週
休
日
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

任
命
権
者
は
、
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
船
舶
に
乗
り
組
む
職
員
の
休
憩
時
間
に
つ
い
て
、
人
事
委
員
会
の
承
認

を
得
て
、
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条

船
舶
に
乗
り
組
む
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
の
勤
務
時
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
が
、
第
三
条
第

二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
四
条
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
時
間
以
外
の
時
間
に
人
命
を
救

助
す
る
た
め
緊
急
を
要
す
る
作
業
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
作
業
に
従
事
す
る
場
合
に
は
、
第
二
条
又
は
前
条

の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
ほ
か
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
時
間
は
、
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
と
す
る
。

（
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤
務
）

第
十
条

任
命
権
者
は
、
人
事
委
員
会
（
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
別
表
第
一
第
一
号
か
ら
第
十
号

ま
で
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
に
あ
っ
て
は
労
働
基
準
監
督
署
長
）
の
許
可
を
受
け
て
、
第
二
条

か
ら
第
五
条
ま
で
、
第
八
条
第
一
項
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
（
以
下
「
正
規
の
勤
務
時
間
」
と
い
う
。
）
以
外

の
時
間
に
お
い
て
職
員
に
設
備
等
の
保
全
、
外
部
と
の
連
絡
及
び
文
書
の
収
受
を
目
的
と
す
る
勤
務
そ
の
他
の
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
断
続
的
な
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
が
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
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る
場
合
に
限
り
、
当
該
断
続
的
な
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

任
命
権
者
は
、
公
務
の
た
め
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
職
員
に

前
項
に
掲
げ
る
勤
務
以
外
の
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
が
育
児
短
時
間
勤
務
職
員

等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
場
合
に
限
り
、
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
同
項
に
掲
げ
る
勤
務
以
外
の
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
同
項
に
規
定
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤
務
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

（
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
）

第
十
条
の
二

任
命
権
者
は
、
○
○
県
の
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
○
○
年
条
例
第
○
○
号
。
第
十
七
条

第
三
項
に
お
い
て
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
○
○
条
の
規
定
に
よ
り
時
間
外
勤
務
手
当
を
支
給
す
べ
き
職
員
に
対
し
て

、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
時
間
外
勤
務
手
当
の
一
部
の
支
給
に
代
わ
る
措
置
の
対
象
と
な
る
べ

き
時
間
（
以
下
「
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
内
に
あ
る
第
三
条
第

二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
四
条
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
（
第
十
二
条
第
一
項
に
お
い

て
「
勤
務
日
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日
及
び
代
休
日
を
除
い
た
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤

務
時
間
の
全
部
又
は
一
部
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
さ
れ
た
職
員
は
、
当
該
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
に
は
、
特
に
勤
務
す
る

こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
正
規
の
勤
務
時
間
に
お
い
て
も
勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
）

第
十
条
の
三

任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
（
第
三
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
れ
た

職
員
を
除
く
。
）
が
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、

公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
職
員
に
当
該
請
求
に
係
る

早
出
遅
出
勤
務
（
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
を
、
職
員
が
育
児
又
は
介
護
を
行
う
た
め
の
も
の
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ

た
特
定
の
時
刻
と
す
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
よ
る
勤
務
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

一

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員

二

小
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
に
就
学
し
て
い
る
子
の
あ
る
職
員
で
あ
っ
て
、

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

２

前
項
の
規
定
は
、
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
次
に
掲
げ
る
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営

む
の
に
支
障
が
あ
る
者
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
の
あ
る
」
と
、
「
そ
の
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
要
介
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護
者
を
介
護
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
早
出
遅
出
勤
務
に
関
す
る
手
続
そ
の
他
の
早
出
遅
出
勤
務
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
及
び
時
間
外
勤
務
の
制
限
）

第
十
条
の
四

任
命
権
者
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ

る
も
の
が
、
深
夜
（
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
常

態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当

該
職
員
を
除
く
。
）
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は

、
公
務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
場
合
を
除
き
、
深
夜
に
お
け
る
勤
務
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２

任
命
権
者
は
、
三
歳
に
満
た
な
い
子
の
あ
る
職
員
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す

る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難

で
あ
る
場
合
を
除
き
、
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
勤
務
（
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の

勤
務
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

３

任
命
権
者
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る

こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
一
月
に
つ
い
て
二
十
四
時
間
、
一
年
に
つ
い
て
百
五
十
時
間
を
超
え
て
、
第
十

条
第
二
項
に
規
定
す
る
勤
務
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶
者

で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜
（
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
お
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す

る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
）
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
り
、

第
二
項
中
「
三
歳
に
満
た
な
い
子
の
あ
る
職
員
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ

り
、
及
び
前
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
（
以
下
「

要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
の
あ
る
職
員
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
、

第
一
項
中
「
深
夜
に
お
け
る
」
と
あ
る
の
は
「
深
夜
（
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
）
に
お
け
る

」
と
、
第
二
項
中
「
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
」
と

あ
る
の
は
「
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

前
四
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
勤
務
の
制
限
に
関
す
る
手
続
そ
の
他
の
勤
務
の
制
限
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
。
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（
休
日
）

第
十
一
条

職
員
は
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
（
以
下
「
祝

日
法
に
よ
る
休
日
」
と
い
う
。
）
に
は
、
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
る
者
を
除
き
、
正
規
の
勤
務
時
間
に
お
い
て
も

勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日
（
祝
日
法
に
よ
る
休
日
を
除
く
。
以
下

「
年
末
年
始
の
休
日
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
休
日
の
代
休
日
）

第
十
二
条

任
命
権
者
は
、
職
員
に
祝
日
法
に
よ
る
休
日
又
は
年
末
年
始
の
休
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
休
日
」
と
総
称

す
る
。
）
で
あ
る
勤
務
日
等
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
（
次
項
に
お
い
て
「
休
日
の
全
勤
務
時
間
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
じ
た
場
合
に
は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
休
日
前
に
、
当

該
休
日
に
代
わ
る
日
（
次
項
に
お
い
て
「
代
休
日
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
当
該
休
日
後
の
勤
務
日
等
（
第
十
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
が
指
定
さ
れ
た
勤
務
日
等
及
び
休
日
を
除
く
。
）
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
代
休
日
を
指
定
さ
れ
た
職
員
は
、
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
休
日
の
全
勤
務
時
間
を
勤
務
し
た
場
合
に
お

い
て
、
当
該
代
休
日
に
は
、
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
る
と
き
を
除
き
、
正
規
の
勤
務
時
間
に
お
い
て
も
勤
務
す
る

こ
と
を
要
し
な
い
。

（
休
暇
の
種
類
）

第
十
三
条

職
員
の
休
暇
は
、
年
次
有
給
休
暇
、
病
気
休
暇
、
特
別
休
暇
、
介
護
休
暇
及
び
介
護
時
間
と
す
る
。

（
年
次
有
給
休
暇
）

第
十
四
条

年
次
有
給
休
暇
は
、
一
の
年
ご
と
に
お
け
る
休
暇
と
し
、
そ
の
日
数
は
、
一
の
年
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
職
員
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
数
と
す
る
。

一

次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

二
十
日
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
勤
務
時
間
等
を
考
慮
し
二
十
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
数
）

二

次
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
年
の
中
途
に
お
い
て
新
た
に
職
員
と
な
る
も
の

そ

の
年
の
在
職
期
間
を
考
慮
し
二
十
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
数

三

当
該
年
の
前
年
に
お
い
て
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
地
公
労
法
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
、
特
別
職
に
属
す
る
地
方
公
務
員
、
○
○
県

以
外
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
、
国
家
公
務
員
又
は
地
方
住
宅
供
給
公
社
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
に
規

定
す
る
地
方
住
宅
供
給
公
社
若
し
く
は
地
方
道
路
公
社
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
二
号
）
に
規
定
す
る
地
方
道
路
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公
社
若
し
く
は
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
に
規
定
す
る
土
地
開
発
公

社
若
し
く
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
そ
の
他
そ
の
業
務
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
事
務
若
し
く
は
事
業
と
密
接
な
関

連
を
有
す
る
法
人
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
使
用
さ
れ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
地
公
労
法
適

用
職
員
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
引
き
続
き
当
該
年
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
も
の
そ
の
他
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
職
員

地
公
労
法
適
用
職
員
等
と
し
て
の
在
職
期
間
及
び
そ
の
在
職
期
間
中
に
お
け
る
年
次
有
給
休
暇
の

残
日
数
等
を
考
慮
し
、
二
十
日
に
次
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
数
を
加
え
た
日
数
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
数

四

船
舶
に
乗
り
組
む
職
員

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
数

２

年
次
有
給
休
暇
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
繰
り
越
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
数
を
限

度
と
し
て
、
当
該
年
の
翌
年
に
繰
り
越
す
こ
と
が
で
き
る
。

３

任
命
権
者
は
、
年
次
有
給
休
暇
を
職
員
の
請
求
す
る
時
季
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
請
求
さ
れ
た
時
季
に

年
次
有
給
休
暇
を
与
え
る
こ
と
が
公
務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
他
の
時
季
に
こ
れ
を
与
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
病
気
休
暇
）

第
十
五
条

病
気
休
暇
は
、
職
員
が
負
傷
又
は
疾
病
の
た
め
療
養
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。

（
特
別
休
暇
）

第
十
六
条

特
別
休
暇
は
、
選
挙
権
の
行
使
、
結
婚
、
出
産
、
交
通
機
関
の
事
故
そ
の
他
の
特
別
の
事
由
に
よ
り
職
員
が
勤
務

し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
場
合
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
特
別
休
暇
に
つ
い
て
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
そ
の
期
間
を
定
め
る
。

（
介
護
休
暇
）

第
十
七
条

介
護
休
暇
は
、
職
員
が
要
介
護
者
（
配
偶
者
等
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期

間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
介
護
を
す
る
た
め
、
任
命
権
者
が
、
人

事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
出
に
基
づ
き
、
要
介
護
者
の
各
々
が
当
該
介
護
を
必
要
と
す
る
一
の

継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、
三
回
を
超
え
ず
、
か
つ
、
通
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
指
定
す
る
期
間
（
以
下
「
指
定

期
間
」
と
い
う
。
）
内
に
お
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。

２

介
護
休
暇
の
期
間
は
、
指
定
期
間
内
に
お
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
と
す
る
。

３

介
護
休
暇
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
○
○
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
期
間
の
勤
務
し
な
い
一
時
間
に
つ
き
、
同

条
例
第
○
○
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を
減
額
す
る
。
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（
介
護
時
間
）

第
十
七
条
の
二

介
護
時
間
は
、
職
員
が
要
介
護
者
の
介
護
を
す
る
た
め
、
要
介
護
者
の
各
々
が
当
該
介
護
を
必
要
と
す
る
一

の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、
連
続
す
る
三
年
の
期
間
（
当
該
要
介
護
者
に
係
る
指
定
期
間
と
重
複
す
る
期
間
を
除
く
。
）
内

に
お
い
て
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。

２

介
護
時
間
の
時
間
は
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
お
い
て
一
日
に
つ
き
二
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
必
要
と
認
め
ら

れ
る
時
間
と
す
る
。

３

介
護
時
間
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
○
○
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
勤
務
し
な
い
一
時
間
に
つ
き
、
同
条
例
第

○
○
条
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を
減
額
す
る
。

（
病
気
休
暇
、
特
別
休
暇
、
介
護
休
暇
及
び
介
護
時
間
の
承
認
）

第
十
八
条

病
気
休
暇
、
特
別
休
暇
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
、
介
護
休
暇
及
び
介
護
時
間
に
つ
い
て

は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
任
命
権
者
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
人
事
委
員
会
規
則
へ
の
委
任
）

第
十
九
条

第
十
四
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
休
暇
に
関
す
る
手
続
そ
の
他
の
休
暇
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

（
非
常
勤
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
）

第
二
十
条

非
常
勤
職
員
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に

つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
職
務
の
性
質
等
を
考
慮
し
て
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定

め
る
基
準
に
従
い
、
任
命
権
者
が
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
平
成
六
年
○
月
○
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
、
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
一
週
間
の
勤
務
時
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と

い
う
。
）
に
お
い
て
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
及
び
第

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
定
め
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
第
二
条
第
三
項
本
文
の
規
定
に
基
づ
き
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に
お
い
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て
一
日
に
つ
き
八
時
間
の
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
て
い

る
勤
務
を
要
し
な
い
日
又
は
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
条
例
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
任
命
権
者
が
定
め
た
週

休
日
又
は
勤
務
時
間
の
割
振
り
と
み
な
す
。

３

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
前
項
に
規
定
す
る
職
員
以
外
の
職
員
に
つ
い
て
、
旧
条
例
第
二
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規

定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
て
い
る
勤
務
を
要
し
な
い
日
又
は
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
条
例
第
三
条
第
三
項
、
第

四
条
又
は
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
任
命
権
者
が
定
め
た
週
休
日
又
は
勤
務
時
間
の
割
振
り
と
み
な
す
。

４

前
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
職
員
に
つ
い
て
、
旧
条
例
第
三
条
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
て
い
る
休
憩
時
間
に
つ
い
て
は
、

新
条
例
第
六
条
及
び
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
休
憩
時
間
と
み
な
す
。

５

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
○
○
条
例
第
○
○
条
の
規
定
に
基
づ
き
人
事
委
員
会
又
は
労
働
基
準
監
督
署
長
の
許
可
を
受

け
て
い
る
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
断
続
的
な
勤
務
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
人
事
委
員
会
又
は
労
働
基
準
監
督
署
長
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

６

施
行
日
前
か
ら
引
き
続
き
在
職
す
る
職
員
の
施
行
日
以
後
の
平
成
六
年
に
お
け
る
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
に
つ
い
て
は
、

新
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
○
○
条
例
（
昭
和
○
○
年
条
例
第
○
○
号
）
第
○
○
条
に
規
定
す
る
年

次
有
給
休
暇
の
残
日
数
と
す
る
。

７

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
○
○
条
例
第
○
○
条
の
規
定
に
基
づ
き
職
員
が
請
求
し
て
い
る
年
次
有
給
休
暇
の
時
季
に
つ

い
て
は
、
新
条
例
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
請
求
し
た
も
の
と
み
な
す
。

８

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
○
○
条
例
第
○
○
条
の
規
定
に
基
づ
き
任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
承
認
を
受

け
て
い
る
休
暇
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
任
命
権
者
が
承
認
し
た
も
の
と
み
な
す
。

９

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

附

則
（
平
九
・
三
・
二
七
自
治
能
第
三
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

平
成
九
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
そ
の
勤
務
時
間
に
つ
い
て
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

暇
等
に
関
す
る
条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
て
い
る
船
舶
に
乗
り
組
む
職
員
に
関
し
て
は
、
同
日
を
含
む
同
項

の
期
間
に
係
る
勤
務
時
間
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
八
条

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
平
一
一
・
一
・
二
八
自
治
能
第
七
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附

則
（
平
一
一
・
一
〇
・
二
九
自
治
能
第
七
五
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
一
三
・
一
二
・
二
一
総
行
公
第
六
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
条
の
二
第
二
項
（
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
す
る
請
求
か
ら

適
用
し
、
同
日
前
に
し
た
請
求
に
よ
る
時
間
外
勤
務
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

新
条
例
第
十
七
条
の
規
定
は
、
改
正
前
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。

）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
介
護
休
暇
の
承
認
を
受
け
た
職
員
で
施
行
日
に
お
い
て
当
該
承
認
に
係
る
介
護
を
必
要
と
す
る

一
の
継
続
す
る
状
態
に
つ
い
て
の
介
護
休
暇
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
て
い
る
も
の
（
当
該
介
護
休
暇
の
初
日

か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

新
条
例
第
十
七
条
第
二
項
中
「
連
続
す
る
六
月
の
期
間
内
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
、
当
該
状
態
に

つ
い
て
の
介
護
休
暇
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
」
と
す
る
。

２

旧
条
例
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
介
護
休
暇
の
承
認
を
受
け
、
施
行
日
に
お
い
て
当
該
承
認
に
係
る
介
護
を
必
要
と
す
る

一
の
継
続
す
る
状
態
に
つ
い
て
の
介
護
休
暇
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
て
い
な
い
職
員
の
介
護
休
暇
の
期
間
に

つ
い
て
は
、
新
条
例
第
十
七
条
第
二
項
中
「
連
続
す
る
六
月
の
期
間
内
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
状
態
に
つ
い
て
の
介
護
休

暇
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
」
と
す
る
。

附

則
（
平
一
六
・
一
二
・
二
八
総
行
公
第
八
六
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
一
八
・
三
・
八
総
行
公
第
二
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
○
月
○
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
務
の
運
営
上
の
事
情
に
よ
り
特
別
の
形

態
に
よ
っ
て
勤
務
す
る
必
要
の
あ
る
職
員
の
休
憩
時
間
及
び
休
息
時
間
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
平
一
八
・
三
・
二
二
総
行
公
第
二
六
号
）
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こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
○
月
○
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
一
九
・
七
・
三
一
総
行
公
第
六
五
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
○
年
○
月
○
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
二
〇
・
三
・
五
総
行
公
第
十
七
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
○
年
○
月
○
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
二
一
・
二
・
二
七
総
行
公
第
一
四
号
、
総
行
給
第
二
八
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
○
年
○
月
○
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
二
二
・
二
・
二
五
総
行
公
第
三
〇
号
、
総
行
給
第
一
一
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
○
年
○
月
○
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
二
二
・
四
・
二
七
総
行
公
第
四
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
日
を
早
出
遅
出
勤
務
開
始
日
と
す
る
改
正
後
の
職

員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
請
求
、
同
条
例
第
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

請
求
又
は
施
行
日
以
後
の
日
を
時
間
外
勤
務
制
限
開
始
日
と
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
行
お
う
と
す
る
職
員

は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附

則
（
平
二
七
・
九
・
一
六
総
行
公
第
七
六
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
二
八
・
一
・
二
九
総
行
公
第
七
号
）

（
施
行
期
日
）
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第
一
条

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
日
を
早
出
遅
出
勤
務
開
始
日
と
す
る
改
正
後
の
職

員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
行
お
う
と
す
る
職
員
は
、
施
行
日
前
に
お
い

て
も
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附

則
（
平
二
八
・
二
・
二
五
総
行
公
第
二
一
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
○
年
○
月
○
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
二
八
・
一
二
・
二
総
行
公
第
一
三
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

改
正
前
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
介
護
休
暇
の
承
認
を
受
け
た
職
員

で
あ
っ
て
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
当
該
介
護
休
暇
の
初
日
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
単
に
「
初
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
の
当
該
介
護
休
暇
に
係
る
改
正
後
の
職

員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
期
間
に
つ
い
て
は
、
任
命
権
者
は
、
人
事
委

員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
初
日
か
ら
当
該
職
員
の
申
出
に
基
づ
く
施
行
日
以
後
の
日
（
初
日
か
ら
起
算
し
て
六

月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
日
に
限
る
。
）
ま
で
の
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条

平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
三
条
第
四
項
第
一
号
中
「
第
二
号
に
規
定
す

る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職
員
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
一
項
に
規
定
す
る
里
親
で
あ
る
職
員
に
委

託
さ
れ
て
い
る
児
童
の
う
ち
、
当
該
職
員
が
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
養
親
と
な
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
者
」
と
す
る
。

附

則
（
平
三
〇
・
一
二
・
二
一
総
行
公
第
一
八
二
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
案
）
（
昭
和
二
十
八
年
九
月
十
日
自
丙
行
発
第
四
十
九
号
）
抄

（
退
職
手
当
の
支
給
）

第
二
条

こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
は
、
前
条
に
規
定
す
る
職
員
の
う
ち
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
す
る
も
の

（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は

第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
者
を
除
く
。
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
が
退
職

し
た
場
合
に
、
そ
の
者
（
死
亡
に
よ
る
退
職
の
場
合
に
は
、
そ
の
遺
族
）
に
支
給
す
る
。

２

職
員
以
外
の
者
の
う
ち
、
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間
以
上
勤
務
し
た
日
（
法
令
又
は
条
例
若
し
く
は
こ

れ
に
基
づ
く
人
事
委
員
会
規
則
に
よ
り
、
勤
務
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
又
は
休
暇
を
与
え
ら
れ
た
日
を
含
む
。
）
が
十

八
日
以
上
あ
る
月
が
引
き
続
い
て
十
二
月
を
超
え
る
に
至
つ
た
も
の
で
、
そ
の
超
え
る
に
至
つ
た
日
以
後
引
き
続
き
当
該
勤

務
時
間
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
職
員
と
み
な
し
て
、
こ
の
条
例
（
第
四
条
中
十
一
年
以
上
二
十
五

年
未
満
の
期
間
勤
続
し
た
者
の
通
勤
に
よ
る
負
傷
又
は
病
気
（
以
下
「
傷
病
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
退
職
及
び
死
亡
に
よ
る

退
職
に
係
る
部
分
以
外
の
部
分
並
び
に
第
五
条
中
公
務
上
の
傷
病
又
は
死
亡
に
よ
る
退
職
に
係
る
部
分
並
び
に
二
十
五
年
以

※改正を予定している条文のみ抜粋
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上
勤
続
し
た
者
の
通
勤
に
よ
る
傷
病
に
よ
る
退
職
及
び
死
亡
に
よ
る
退
職
に
係
る
部
分
以
外
の
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
を

適
用
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
自
己
の
都
合
に
よ
る
退
職
等
の
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
）

第
三
条

次
条
又
は
第
五
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
退
職
し
た
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
退
職

の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
給
料
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
与
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
月
額
（
給
料
が
日
額
で
定
め
ら
れ
て

い
る
者
に
つ
い
て
は
、
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
給
料
の
日
額
の
二
十
一
日
分
に
相
当
す
る
額
と
し
、
職
員
が
休
職
、

停
職
、
減
給
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
そ
の
給
料
の
一
部
又
は
全
部
を
支
給
さ
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
事
由
が

な
い
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
受
け
る
べ
き
給
料
の
月
額
と
す
る
。
以
下
「
退
職
日
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）

に
、
そ
の
者
の
勤
続
期
間
を
次
の
各
号
に
区
分
し
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

一
年
以
上
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百

二

十
一
年
以
上
十
五
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
十

三

十
六
年
以
上
二
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
六
十

四

二
十
一
年
以
上
二
十
五
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
二
百
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五

二
十
六
年
以
上
三
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
六
十

六

三
十
一
年
以
上
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
二
十

２

前
項
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
、
傷
病
（
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
四
十
七
条
第
二
項
に

規
定
す
る
障
害
等
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
傷
病
と
す
る
。
こ
の
項
、
次
条
第
二
項
並
び
に
第
五
条
第
一

項
第
四
号
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
死
亡
に
よ
ら
ず
、
か
つ
、
第
八
条
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
受

け
な
い
で
、
そ
の
者
の
都
合
に
よ
り
退
職
し
た
者
（
第
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
及
び
傷
病
に
よ
ら
ず
、
地
方
公
務

員
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
免
職
の
処
分
を
受
け
て
退
職
し
た
者
を
含
む
。
以
下
こ

の
項
及
び
第
六
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
「
自
己
都
合
等
退
職
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
自
己

都
合
等
退
職
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
計
算

し
た
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

勤
続
期
間
一
年
以
上
十
年
以
下
の
者

百
分
の
六
十

二

勤
続
期
間
十
一
年
以
上
十
五
年
以
下
の
者

百
分
の
八
十

三

勤
続
期
間
十
六
年
以
上
十
九
年
以
下
の
者

百
分
の
九
十
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（
十
一
年
以
上
二
十
五
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
の
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
）

第
四
条

十
一
年
以
上
二
十
五
年
未
満
の
期
間
勤
続
し
た
者
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は

、
退
職
日
給
料
月
額
に
、
そ
の
者
の
勤
続
期
間
の
区
分
ご
と
に
当
該
区
分
に
応
じ
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す

る
。

一

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
（
同
法
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
の
期
限
又
は

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
の
到
来
に
よ
り
退
職
し
た
者
を
含
む
。
）
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
他
の
法
令

の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者

二

法
律
の
規
定
に
基
づ
く
任
期
を
終
え
て
退
職
し
た
者

三

そ
の
者
の
事
情
に
よ
ら
な
い
で
引
き
続
い
て
勤
続
す
る
こ
と
を
困
難
と
す
る
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
者
で
任
命
権
者
が

知
事
の
承
認
を
得
た
も
の

四

第
八
条
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
認
定
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
同
条
第
十
六
項

第
三
号
に
規
定
す
る
退
職
す
べ
き
期
日
に
退
職
し
た
者

２

前
項
の
規
定
は
、
十
一
年
以
上
二
十
五
年
未
満
の
期
間
勤
続
し
た
者
で
、
通
勤
（
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
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二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
通
勤
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
傷
病
に
よ
り

退
職
し
、
死
亡
（
公
務
上
の
死
亡
を
除
く
。
）
に
よ
り
退
職
し
、
又
は
定
年
に
達
し
た
日
以
後
そ
の
者
の
非
違
に
よ
る
こ
と

な
く
退
職
し
た
者
（
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
勤
続
期
間
の
区
分
及
び
当
該
区
分
に
応
じ
た
割
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

一
年
以
上
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
二
十
五

二

十
一
年
以
上
十
五
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
三
十
七
・
五

三

十
六
年
以
上
二
十
四
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
二
百

（
二
十
五
年
以
上
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
の
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
）

第
五
条

次
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
退
職
日
給
料
月
額
に
、
そ
の
者
の
勤
続
期
間
の
区
分
ご
と
に
当

該
区
分
に
応
じ
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

二
十
五
年
以
上
勤
続
し
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
（
同
法
第
二
十
八
条

の
三
第
一
項
の
期
限
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
の
到
来
に
よ
り
退
職
し
た
者
を
含
む
。
）
又
は

こ
れ
に
準
ず
る
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
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二

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
免
職
の
処
分
を
受
け
て
退
職
し
た
者

三

第
八
条
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
認
定
（
同
条
第
一
項
第
二
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
同
条
第
十
六
項

第
三
号
に
規
定
す
る
退
職
す
べ
き
期
日
に
退
職
し
た
者

四

公
務
上
の
傷
病
又
は
死
亡
に
よ
り
退
職
し
た
者

五

二
十
五
年
以
上
勤
続
し
、
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
任
期
を
終
え
て
退
職
し
た
者

六

二
十
五
年
以
上
勤
続
し
、
そ
の
者
の
事
情
に
よ
ら
な
い
で
引
き
続
い
て
勤
続
す
る
こ
と
を
困
難
と
す
る
理
由
に
よ
り
退

職
し
た
者
で
任
命
権
者
が
知
事
の
承
認
を
得
た
も
の

七

二
十
五
年
以
上
勤
続
し
、
第
八
条
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
認
定
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
受
け
て
同
条
第
十
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
退
職
す
べ
き
期
日
に
退
職
し
た
者

２

前
項
の
規
定
は
、
二
十
五
年
以
上
勤
続
し
た
者
で
、
通
勤
に
よ
る
傷
病
に
よ
り
退
職
し
、
死
亡
に
よ
り
退
職
し
、
又
は
定

年
に
達
し
た
日
以
後
そ
の
者
の
非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
退
職
し
た
者
（
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る

退
職
手
当
の
基
本
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
勤
続
期
間
の
区
分
及
び
当
該
区
分
に
応
じ
た
割
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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一

一
年
以
上
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
五
十

二

十
一
年
以
上
二
十
五
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
六
十
五

三

二
十
六
年
以
上
三
十
四
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
八
十

四

三
十
五
年
以
上
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
五

（
給
料
月
額
の
減
額
改
定
以
外
の
理
由
に
よ
り
給
料
月
額
が
減
額
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
に
か
か

る
特
例
額
）

第
五
条
の
二

退
職
し
た
者
の
基
礎
在
職
期
間
中
に
、
給
料
月
額
の
減
額
改
定
（
給
料
月
額
の
改
定
を
す
る
条
例
が
制
定
さ
れ

た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
条
例
に
よ
る
改
定
に
よ
り
当
該
改
定
前
に
受
け
て
い
た
給
料
月
額
が
減
額
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
以
外
の
理
由
に
よ
り
そ
の
者
の
給
料
月
額
が
減
額
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
理
由
が
生
じ

た
日
（
以
下
「
減
額
日
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
当
該
理
由
に
よ
り
減
額
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
そ
の
者
の
給

料
月
額
の
う
ち
最
も
多
い
も
の
（
以
下
「
特
定
減
額
前
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
、
退
職
日
給
料
月
額
よ
り
も
多
い
と
き

は
、
そ
の
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す

る
。
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一

そ
の
者
が
特
定
減
額
前
給
料
月
額
に
係
る
減
額
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
の
前
日
に
現
に
退
職
し
た
理
由
と
同
一
の
理
由

に
よ
り
退
職
し
た
も
の
と
し
、
か
つ
、
そ
の
者
の
同
日
ま
で
の
勤
続
期
間
及
び
特
定
減
額
前
給
料
月
額
を
基
礎
と
し
て
、

前
三
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
に
相
当
す
る
額

二

退
職
日
給
料
月
額
に
、
イ
に
掲
げ
る
割
合
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
割
合
を
控
除
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

イ

そ
の
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
が
前
三
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
で
あ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る

当
該
退
職
手
当
の
基
本
額
の
退
職
日
給
料
月
額
に
対
す
る
割
合

ロ

前
号
に
掲
げ
る
額
の
特
定
減
額
前
給
料
月
額
に
対
す
る
割
合

２

前
項
の
「
基
礎
在
職
期
間
」
と
は
、
そ
の
者
に
係
る
退
職
（
こ
の
条
例
そ
の
他
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
条
例
の
規

定
に
よ
る
退
職
手
当
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
退
職
を
除
く
。
）
の
日
以
前
の
期
間
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

在
職
期
間
に
該
当
す
る
も
の
（
当
該
期
間
中
に
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
又
は
第
七
条
第

五
項
に
規
定
す
る
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
若
し
く
は
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
等
職
員

と
し
て
退
職
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
与
を
含
む
。
）
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に
お

け
る
こ
れ
ら
の
退
職
手
当
に
係
る
退
職
の
日
以
前
の
期
間
及
び
第
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
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在
職
期
間
の
全
期
間
が
切
り
捨
て
ら
れ
た
こ
と
又
は
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
の

退
職
手
当
等
（
一
般
の
退
職
手
当
及
び
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
全
部
を
支
給
し
な
い

こ
と
と
す
る
処
分
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
一
般
の
退
職
手
当
等
の
支
給
を
受
け
な
か
つ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該

一
般
の
退
職
手
当
等
に
係
る
退
職
の
日
以
前
の
期
間
（
こ
れ
ら
の
退
職
の
日
に
職
員
、
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
職
員
以

外
の
地
方
公
務
員
等
又
は
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
等
職
員
と
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
退
職

の
日
前
の
期
間
）
を
除
く
。
）
を
い
う
。

一

職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間

二

第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
に
含
む
も
の
と
さ
れ
た
職
員
以
外
の
地
方
公
務

員
等
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間

三

第
七
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
再
び
職
員
と
な
っ
た
者
の
同
号
に
規
定
す
る
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
と
し
て

の
引
き
続
い
た
在
職
期
間

四

第
七
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
先
の
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間

、
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
職
員
又
は
特
定
地
方
公
社
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
及
び
後
の
職
員
以
外
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の
地
方
公
務
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間

五

第
七
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
先
の
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期

間
、
特
定
公
庫
等
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
及
び
後
の
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
と
し
て
の
引
き
続
い
た

在
職
期
間

六

第
七
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
等
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在

職
期
間
及
び
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間

七

第
七
条
第
五
項
第
五
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
特
定
公
庫
等
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
及
び
国
家
公

務
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間

八

第
七
条
第
五
項
第
六
号
に
規
定
す
る
再
び
職
員
と
な
っ
た
者
の
同
号
に
規
定
す
る
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
等
職

員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
及
び
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間

九

第
七
条
第
五
項
第
七
号
に
規
定
す
る
再
び
職
員
と
な
っ
た
者
の
同
号
に
規
定
す
る
特
定
公
庫
等
職
員
と
し
て
の
引
き
続

い
た
在
職
期
間
及
び
国
家
公
務
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間

十

第
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
先
の
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
、
特
定
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一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
及
び
後
の
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
と
し
て
の
引
き
続

い
た
在
職
期
間

十
一

第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
再
び
職
員
と
な
つ
た
者
の
同
項
に
規
定
す
る
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
等
職
員
と

し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間

十
二

第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
等
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期

間
十
三

第
八
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
再
び
職
員
と
な
つ
た
者
の
同
号
に
規
定
す
る
先
の
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法

人
等
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
、
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
及
び
後
の
特

定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
等
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間

十
四

第
八
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
再
び
職
員
と
な
つ
た
者
の
同
号
に
規
定
す
る
先
の
特
定
公
庫
等
職
員
と
し
て
の

引
き
続
い
た
在
職
期
間
、
国
家
公
務
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
及
び
後
の
特
定
公
庫
等
職
員
と
し
て
の
引
き
続

い
た
在
職
期
間

十
五

第
八
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
及
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び
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
等
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間

十
六

第
八
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
国
家
公
務
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
及
び
特
定
公
庫

等
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間

十
七

第
八
条
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
先
の
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
等
職
員
と
し
て
の
引
き
続

い
た
在
職
期
間
、
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
及
び
後
の
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人

等
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間

十
八

第
八
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
先
の
特
定
公
庫
等
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
、
国

家
公
務
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
及
び
後
の
特
定
公
庫
等
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間

十
九

前
各
号
に
掲
げ
る
期
間
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
在
職
期
間

（
定
年
前
早
期
退
職
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
に
係
る
特
例
）

第
五
条
の
三

第
四
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
条
第
一
項
（
第
一
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
、
定

年
に
達
す
る
日
か
ら
六
月
前
ま
で
に
退
職
し
た
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
勤
続
期
間
が
二
十
年
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
年
齢

が
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
か
ら
十
五
年
を
減
じ
た
年
齢
以
上
で
あ
る
も
の
に
対
す
る
第
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四
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
四
条
第
一
項
及
び

退
職
日
給
料
月
額

退
職
日
給
料
月
額
及
び
退
職
日
給
料
月
額
に
退
職
の
日
に
お

第
五
条
第
一
項

い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
と
退
職
の
日
に

お
け
る
そ
の
者
の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
一
年
に
つ

き
百
分
の
三
（
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の

者
に
係
る
定
年
と
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
年
齢
と
の

差
に
相
当
す
る
年
数
が
一
年
で
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百

分
の
二
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

第
五
条
の
二
第
一
項

及
び
特
定
減
額
前
給
料
月

並
び
に
特
定
減
額
前
給
料
月
額
及
び
特
定
減
額
前
給
料
月
額

第
一
号

額

に
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定

年
と
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す
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る
年
数
一
年
に
つ
き
百
分
の
三
（
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め

ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
と
退
職
の
日
に
お
け
る
そ

の
者
の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
が
一
年
で
あ
る
職
員

に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
二
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

第
五
条
の
二
第
一
項

退
職
日
給
料
月
額
に
、

退
職
日
給
料
月
額
及
び
退
職
日
給
料
月
額
に
退
職
の
日
に
お

第
二
号

い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
と
退
職
の
日
に

お
け
る
そ
の
者
の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
一
年
に
つ

き
百
分
の
三
（
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の

者
に
係
る
定
年
と
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
年
齢
と
の

差
に
相
当
す
る
年
数
が
一
年
で
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百

分
の
二
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
に
、

第
五
条
の
二
第
一
項

前
号
に
掲
げ
る
額

そ
の
者
が
特
定
減
額
前
給
料
月
額
に
係
る
減
額
日
の
う
ち
最

第
二
号
ロ

も
遅
い
日
の
前
日
に
現
に
退
職
し
た
理
由
と
同
一
の
理
由
に
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よ
り
退
職
し
た
も
の
と
し
、
か
つ
、
そ
の
者
の
同
日
ま
で
の

勤
続
期
間
及
び
特
定
減
額
前
給
料
月
額
を
基
礎
と
し
て
、
前

三
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額

に
相
当
す
る
額

第
六
条
の
三

第
五
条
の
三
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
前
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
六
条

第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で

第
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
五
条

退
職
日
給
料
月
額

退
職
日
給
料
月
額
及
び
退
職
日
給
料
月
額
に
退
職
の
日
に
お

い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
と
退
職
の
日
に

お
け
る
そ
の
者
の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
一
年
に
つ

き
百
分
の
三
（
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の

者
に
係
る
定
年
と
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
年
齢
と
の
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差
に
相
当
す
る
年
数
が
一
年
で
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百

分
の
二
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

こ
れ
ら
の

第
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
五
条

の

第
六
条
の
二

第
五
条
の
二
第
一
項
の

第
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
五
条

の
二
第
一
項
の

同
項
第
二
号
ロ

第
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
項
第

二
号
ロ

同
項
の

同
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
項
の

第
六
条
の
二
第
一
号

特
定
減
額
前
給
料
月
額

特
定
減
額
前
給
料
月
額
及
び
特
定
減
額
前
給
料
月
額
に
退
職

の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
と
退

職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数

一
年
に
つ
き
百
分
の
三
（
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
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い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
と
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の

年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
が
一
年
で
あ
る
職
員
に
あ
つ

て
は
、
百
分
の
二
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

第
六
条
の
二
第
二
号

特
定
減
額
前
給
料
月
額

特
定
減
額
前
給
料
月
額
及
び
特
定
減
額
前
給
料
月
額
に
退
職

の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
と
退

職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数

一
年
に
つ
き
百
分
の
三
（
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て

い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
と
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の

年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
が
一
年
で
あ
る
職
員
に
あ
つ

て
は
、
百
分
の
二
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

第
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号

第
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
五
条

ロ

の
二
第
一
項
第
二
号
ロ

及
び
退
職
日
給
料
月
額

並
び
に
退
職
日
給
料
月
額
及
び
退
職
日
給
料
月
額
に
退
職
の
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日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
と
退
職

の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
一

年
に
つ
き
百
分
の
三
（
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い

る
そ
の
者
に
係
る
定
年
と
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
年

齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
が
一
年
で
あ
る
職
員
に
あ
つ
て

は
、
百
分
の
二
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

当
該
割
合

当
該
第
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同

号
ロ
に
掲
げ
る
割
合

（
退
職
手
当
の
調
整
額
）

第
六
条
の
四

退
職
し
た
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
調
整
額
は
、
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
（
第
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
基
礎
在
職
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
初
日
の
属
す
る
月
か
ら
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
の
末
日
の
属
す
る
月
ま
で

の
各
月
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
休
職
（
公
務
上
の
傷
病
に
よ
る
休
職
、
通
勤
に
よ

る
傷
病
に
よ
る
休
職
及
び
職
員
を
地
方
住
宅
供
給
公
社
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
に
規
定
す
る
地
方
住
宅
供
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給
公
社
、
地
方
道
路
公
社
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
二
号
）
に
規
定
す
る
地
方
道
路
公
社
若
し
く
は
公
有
地
の
拡
大

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
に
規
定
す
る
土
地
開
発
公
社
（
以
下
「
地
方
公
社
」
と
い
う
。

）
又
は
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
十
五
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条

に
規
定
す
る
法
人
（
退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
与
を
含
む
。
）
に
関
す
る
規
程
に
お
い
て
、
職
員
が
地
方
公
社
又
は

そ
の
法
人
の
業
務
に
従
事
す
る
た
め
に
休
職
さ
れ
、
引
き
続
い
て
地
方
公
社
又
は
そ
の
法
人
に
使
用
さ
れ
る
者
と
な
つ
た
場

合
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
社
又
は
そ
の
法
人
に
使
用
さ
れ
る
者
と
し
て
の
在
職
期
間

は
な
か
つ
た
も
の
と
す
る
こ
と
と
定
め
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
休
職
指
定
法
人
」
と
い
う
。
）
の
業
務
に
従
事
さ
せ

る
た
め
の
休
職
を
除
く
。
）
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
停
職
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
現

実
に
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
の
あ
る
月
（
現
実
に
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
要
す
る
日
の
あ
つ
た
月
を
除

く
。
以
下
「
休
職
月
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
ご
と
に
当
該
各
月
に
そ
の
者

が
属
し
て
い
た
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
以
下
「
調
整
月
額
」
と
い
う
。
）
の

う
ち
そ
の
額
が
最
も
多
い
も
の
か
ら
順
次
そ
の
順
位
を
付
し
、
そ
の
第
一
順
位
か
ら
第
六
十
順
位
ま
で
の
調
整
月
額
（
当
該

各
月
の
月
数
が
六
十
月
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
各
月
の
調
整
月
額
）
を
合
計
し
た
額
と
す
る
。
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一

第
一
号
区
分

七
万
四
百
円

二

第
二
号
区
分

六
万
五
千
円

三

第
三
号
区
分

五
万
九
千
五
百
五
十
円

四

第
四
号
区
分

五
万
四
千
百
五
十
円

五

第
五
号
区
分

四
万
三
千
三
百
五
十
円

六

第
六
号
区
分

三
万
二
千
五
百
円

七

第
七
号
区
分

二
万
七
千
百
円

八

第
八
号
区
分

二
万
千
七
百
円

九

第
九
号
区
分

零

２

退
職
し
た
者
の
基
礎
在
職
期
間
に
第
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
が
含
ま
れ
る
場
合
に

お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
期
間
に
お
い

て
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
も
の
と
み
な
す
。

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
は
、
職
の
職
制
上
の
段
階
、
職
務
の
級
、
階
級
そ
の
他
職
員
の
職
務
の
複
雑
、
困
難
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及
び
責
任
の
度
に
関
す
る
事
項
を
考
慮
し
て
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
調
整
額
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と

す
る
。

一

退
職
し
た
者
の
う
ち
自
己
都
合
等
退
職
者
以
外
の
も
の
で
そ
の
勤
続
期
間
が
一
年
以
上
四
年
以
下
の
も
の

第
一
項
の

規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額

二

退
職
し
た
者
の
う
ち
自
己
都
合
等
退
職
者
以
外
の
も
の
で
そ
の
勤
続
期
間
が
零
の
も
の

零

三

自
己
都
合
等
退
職
者
で
そ
の
勤
続
期
間
が
十
年
以
上
二
十
四
年
以
下
の
も
の

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
の

二
分
の
一
に
相
当
す
る
額

四

自
己
都
合
等
退
職
者
で
そ
の
勤
続
期
間
が
九
年
以
下
の
も
の

零

５

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
調
整
月
額
の
う
ち
に
そ
の
額
が
等
し
い
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
調
整
月
額
に
順

位
を
付
す
方
法
そ
の
他
の
本
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
調
整
額
の
計
算
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
。

（
一
般
の
退
職
手
当
の
額
に
係
る
特
例
）
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第
六
条
の
五

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の
に
対
す
る
退
職
手
当
の
額
が
退
職

の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
基
本
給
月
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
第
二
条
の
四

、
第
五
条
、
第
五
条
の
二
及
び
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
乗
じ
て
得
た
額
を
そ
の
者
の
退
職
手
当
の
額
と
す
る
。

一

勤
続
期
間
一
年
未
満
の
者

百
分
の
二
百
七
十

二

勤
続
期
間
一
年
以
上
二
年
未
満
の
者

百
分
の
三
百
六
十

三

勤
続
期
間
二
年
以
上
三
年
未
満
の
者

百
分
の
四
百
五
十

四

勤
続
期
間
三
年
以
上
の
者

百
分
の
五
百
四
十

２

前
項
の
「
基
本
給
月
額
」
と
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
○
○
年
○
○
県
条
例
第
○
○
号
）
の
規
定
に
よ
る

給
料
表
が
適
用
さ
れ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
と
し
、
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、

こ
の
基
本
給
月
額
に
準
じ
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。

（
退
職
手
当
の
支
払
の
差
止
め
）

第
十
三
条

退
職
を
し
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当

該
退
職
を
し
た
者
に
対
し
、
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
支
払
を
差
し
止
め
る
処
分
を
行
う
も
の
と
す
る
。

45



一

職
員
が
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
（
当
該
起
訴
に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て
禁
錮
以
上
の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り

こ

、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
六
編
に
規
定
す
る
略
式
手
続
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同

じ
。
）
を
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
判
決
の
確
定
前
に
退
職
を
し
た
と
き
。

二

退
職
を
し
た
者
に
対
し
ま
だ
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
退
職
を
し

た
者
が
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
を
さ
れ
た
と
き
。

２

退
職
を
し
た
者
に
対
し
ま
だ
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
を
し
た
者
に
対
し
、
当
該

一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
支
払
を
差
し
止
め
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
退
職
を
し
た
者
の
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
て
、
そ
の
者
が
逮
捕
さ
れ
た
と
き
又
は
当

該
退
職
手
当
管
理
機
関
が
そ
の
者
か
ら
聴
取
し
た
事
項
若
し
く
は
調
査
に
よ
り
判
明
し
た
事
実
に
基
づ
き
そ
の
者
に
犯
罪

が
あ
る
と
思
料
す
る
に
至
つ
た
と
き
で
あ
つ
て
、
そ
の
者
に
対
し
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
を
支
払
う
こ
と
が
公
務
に
対

す
る
信
頼
を
確
保
す
る
上
で
支
障
を
生
ず
る
と
認
め
る
と
き
。

二

当
該
退
職
手
当
管
理
機
関
が
、
当
該
退
職
を
し
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
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る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
等
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
（
在
職
期
間
中
の
職
員
の
非
違
に

当
た
る
行
為
で
あ
つ
て
、
そ
の
非
違
の
内
容
及
び
程
度
に
照
ら
し
て
懲
戒
免
職
等
処
分
に
値
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
思
料
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

３

死
亡
に
よ
る
退
職
を
し
た
者
の
遺
族
（
退
職
を
し
た
者
（
死
亡
に
よ
る
退
職
の
場
合
に
は
、
そ
の
遺
族
）
が
当
該
退
職
に

係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
支
払
を
受
け
る
前
に
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
支
払
を
受

け
る
権
利
を
承
継
し
た
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
ま
だ
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
が
支
払

わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
二
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
遺

族
に
対
し
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
支
払
を
差
し
止
め
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
支
払
を
差
し
止
め
る
処
分
（
以
下
「
支
払
差
止
処
分
」
と
い
う
。
）

を
受
け
た
者
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
八
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
期
間
が
経

過
し
た
後
に
お
い
て
は
、
当
該
支
払
差
止
処
分
後
の
事
情
の
変
化
を
理
由
に
、
当
該
支
払
差
止
処
分
を
行
つ
た
退
職
手
当
管

理
機
関
に
対
し
、
そ
の
取
消
し
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
差
止
処
分
を
行
つ
た
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
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す
る
に
至
つ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
当
該
支
払
差
止
処
分
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
該
当

す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
支
払
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し

現
に
逮
捕
さ
れ
て
い
る
と
き
そ
の
他
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
支
払
差
止
処
分
の
目
的
に
明
ら
か
に
反
す
る
と
認
め
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

当
該
支
払
差
止
処
分
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
支
払
差
止
処
分
の
理
由
と
な
つ
た
起
訴
又
は
行
為
に
係
る
刑
事
事

件
に
つ
き
無
罪
の
判
決
が
確
定
し
た
場
合

二

当
該
支
払
差
止
処
分
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
支
払
差
止
処
分
の
理
由
と
な
つ
た
起
訴
又
は
行
為
に
係
る
刑
事
事

件
に
つ
き
、
判
決
が
確
定
し
た
場
合
（
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
及
び
無
罪
の
判
決
が
確
定
し
た
場
合
を
除
く
。

こ

）
又
は
公
訴
を
提
起
し
な
い
処
分
が
あ
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
、

当
該
判
決
が
確
定
し
た
日
又
は
当
該
公
訴
を
提
起
し
な
い
処
分
が
あ
つ
た
日
か
ら
六
月
を
経
過
し
た
場
合

三

当
該
支
払
差
止
処
分
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
を

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
か
つ
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
当
該
支
払
差
止
処
分
を
受
け
た
日

か
ら
一
年
を
経
過
し
た
場
合
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６

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
差
止
処
分
を
行
つ
た
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
支
払
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
次
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
当
該
支
払
差
止
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
場
合
に
は
、
速
や

か
に
当
該
支
払
差
止
処
分
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

前
二
項
の
規
定
は
、
当
該
支
払
差
止
処
分
を
行
つ
た
退
職
手
当
管
理
機
関
が
、
当
該
支
払
差
止
処
分
後
に
判
明
し
た
事
実

又
は
生
じ
た
事
情
に
基
づ
き
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
支
払
を
差
し
止
め
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
し
て
当
該
支

払
差
止
処
分
を
取
り
消
す
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

８

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
差
止
処
分
を
受
け
た
者
に
対
す
る
第
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該

支
払
差
止
処
分
が
取
り
消
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
そ
の
者
は
、
一
般
の
退
職
手
当
等
の
支
給
を
受
け
な
い
者
と
み
な
す
。

９

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
当
該
支
払
差
止
処
分
が
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り

当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
支
払
を
受
け
る
場
合
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
支
払
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
死
亡
し
た

場
合
に
お
い
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
支
払
を
受
け
る
権
利
を
承
継
し
た
者
が
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
差

止
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
支
払
を
受
け
る
に
至
つ
た
と
き
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
当

該
退
職
を
し
た
者
が
既
に
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
額
の
支
払
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
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等
の
額
か
ら
既
に
支
払
を
受
け
た
同
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
が
既
に
支
払
を
受
け
た
同
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
額
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
一

般
の
退
職
手
当
等
は
、
支
払
わ
な
い
。

前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
支
払
差
止
処
分
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

10
（
退
職
後
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
等
の
退
職
手
当
の
支
給
制
限
）

こ

第
十
四
条

退
職
を
し
た
者
に
対
し
ま
だ
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
を
し
た
者
（
第
一

号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額

の
支
払
を
受
け
る
権
利
を
承
継
し
た
者
）
に
対
し
、
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
情
及
び
同
項
各
号
に
規
定
す
る
退
職

を
し
た
場
合
の
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
と
の
権
衡
を
勘
案
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
し

な
い
こ
と
と
す
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
退
職
を
し
た
者
が
刑
事
事
件
（
当
該
退
職
後
に
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に

係
る
刑
事
事
件
に
限
る
。
）
に
関
し
当
該
退
職
後
に
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。

こ
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二

当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間

中
の
行
為
に
関
し
地
方
公
務
員
法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
免
職
処
分
（
以
下
「
再
任
用
職
員
に
対
す
る

免
職
処
分
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
と
き
。

三

当
該
退
職
手
当
管
理
機
関
が
、
当
該
退
職
を
し
た
者
（
再
任
用
職
員
に
対
す
る
免
職
処
分
の
対
象
と
な
る
者
を
除
く
）

に
つ
い
て
、
当
該
退
職
後
に
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期

間
中
に
懲
戒
免
職
等
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
と
認
め
た
と
き
。

２

死
亡
に
よ
る
退
職
を
し
た
者
の
遺
族
（
退
職
を
し
た
者
（
死
亡
に
よ
る
退
職
の
場
合
に
は
、
そ
の
遺
族
）
が
当
該
退
職
に

係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
支
払
を
受
け
る
前
に
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
支
払
を
受

け
る
権
利
を
承
継
し
た
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
ま
だ
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
が
支
払

わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
三
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
遺

族
に
対
し
、
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
し
な

い
こ
と
と
す
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
第
一
項
第
三
号
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
処
分
を
受
け
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る
べ
き
者
の
意
見
を
聴
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

行
政
手
続
条
例
（
平
成
○
○
年
○
○
県
条
例
第
○
○
号
）
第
○
条
〔
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三

章
第
二
節
（
第
二
十
八
条
を
除
く
。
）
相
当
規
定
〕
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

６

支
払
差
止
処
分
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
に
関
し
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
一

部
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
す
る
処
分
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
支
払
差
止
処
分
は
、
取
り
消
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
退
職
を
し
た
者
の
退
職
手
当
の
返
納
）

第
十
五
条

退
職
を
し
た
者
に
対
し
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
が
支
払
わ
れ
た
後
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
を
し
た
者
に
対
し
、
第
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
事
情
の
ほ
か
、
当
該
退
職
を
し
た
者
の
生
計
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当

該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
支
給
を
受
け
て
い
な
け
れ
ば
第
十
条
第
三
項
、
第
六
項
又
は
第
八
項
の
規

定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
者
（
次
条
及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
「
失
業
手
当
受
給
可
能
者
」
と

い
う
。
）
で
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
金
額
（
次
条
及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
「
失
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業
者
退
職
手
当
額
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
の
返
納
を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
退
職
を
し
た
者
が
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。

こ

二

当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間

中
の
行
為
に
関
し
再
任
用
職
員
に
対
す
る
免
職
処
分
を
受
け
た
と
き
。

三

当
該
退
職
手
当
管
理
機
関
が
、
当
該
退
職
を
し
た
者
（
再
任
用
職
員
に
対
す
る
免
職
処
分
の
対
象
と
な
る
職
員
を
除
く
。

）
に
つ
い
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
に
懲
戒

免
職
等
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
と
認
め
た
と
き
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
第
十
条
第
一
項
、
第
五
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当

の
額
の
支
払
を
受
け
て
い
る
場
合
（
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手

当
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
は
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
五
年
以
内
に
限
り
、
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

４

退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
処
分
を
受
け
る
べ
き
者
の
意
見
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を
聴
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

行
政
手
続
条
例
第
○
条
〔
行
政
手
続
法
第
三
章
第
二
節
（
第
二
十
八
条
を
除
く
。
）
相
当
規
定
〕
の
規
定
は
、
前
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

６

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
退
職
手
当
受
給
者
の
相
続
人
か
ら
の
退
職
手
当
相
当
額
の
納
付
）

第
十
七
条

退
職
を
し
た
者
（
死
亡
に
よ
る
退
職
の
場
合
に
は
、
そ
の
遺
族
）
に
対
し
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等

の
額
が
支
払
わ
れ
た
後
に
お
い
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
支
払
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
退
職

手
当
の
受
給
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
第
十
五
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処

分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
場
合
（
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
当
該
退
職
に

係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
が
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
人
（
包
括
受
遺
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
対
し
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と

な
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
等
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
相

当
な
理
由
が
あ
る
旨
の
通
知
を
し
た
と
き
は
、
当
該
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
通
知
が
当
該
相
続
人
に
到
達
し
た
日
か
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ら
六
月
以
内
に
限
り
、
当
該
相
続
人
に
対
し
、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な

る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
等
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
由

と
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当
該
退
職
を
し
た
者
が
失
業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、

失
業
者
退
職
手
当
額
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
額
の
納
付
を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

退
職
手
当
の
受
給
者
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
第
十
五
条
第
五
項
又
は
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行

政
手
続
条
例
第
○
条
第
○
項
〔
行
政
手
続
法
第
十
五
条
第
一
項
相
当
規
定
〕
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て

、
第
十
五
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
と
き
（
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で

に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
死
亡
の
日
か

ら
六
月
以
内
に
限
り
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
人
に
対
し
、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退

職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
等
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為

を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当
該
退
職
を
し
た
者
が
失
業
手
当
受
給
可

能
者
で
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
失
業
者
退
職
手
当
額
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
額
の
納
付
を
命
ず
る

処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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３

退
職
手
当
の
受
給
者
（
遺
族
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六

月
以
内
に
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
（
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す

る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
当
該
刑
事
事
件
に
つ
き
判
決
が
確
定
す
る
こ
と
な
く
、
か
つ
、
第

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、

当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
死
亡
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
限
り
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
人
に
対
し
、
当
該
退
職

を
し
た
者
が
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中

に
懲
戒
免
職
等
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（

当
該
退
職
を
し
た
者
が
失
業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
失
業
者
退
職
手
当
額
を
除
く
。
）
の
全
部
又

は
一
部
に
相
当
す
る
額
の
納
付
を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４

退
職
手
当
の
受
給
者
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
を

さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
後
に
お
い
て
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

こ

よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者

の
死
亡
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
限
り
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
人
に
対
し
、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
刑
事
事
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件
に
関
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当
該
退
職
を
し
た
者
が

こ

失
業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
失
業
者
退
職
手
当
額
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
額

の
納
付
を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５

退
職
手
当
の
受
給
者
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎

と
な
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
の
行
為
に
関
し
再
任
用
職
員
に
対
す
る
免
職
処
分
を
受
け
た
場
合
に
お
い

て
、
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機

関
は
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
死
亡
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
限
り
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
人
に
対
し
、
当

該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
行
為
に
関
し
再
任
用
職
員
に
対
す
る
免
職
処
分
を
受
け
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
一
般
の
退

職
手
当
等
の
額
（
当
該
退
職
を
し
た
者
が
失
業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
失
業
者
退
職
手
当
額
を
除

く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
額
の
納
付
を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

６

前
各
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
基
づ
き
納
付
す
る
金
額
は
、
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
情
の
ほ
か
、
当
該
退
職
手

当
の
受
給
者
の
相
続
財
産
の
額
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
財
産
の
額
の
う
ち
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に

よ
る
処
分
を
受
け
る
べ
き
者
が
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
を
し
た
又
は
取
得
を
す
る
見
込
み
で
あ
る
財
産
の
額
、
当
該
退
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職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
人
の
生
計
の
状
況
及
び
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
に
係
る
租
税
の
額
を
勘
案
し
て
、
定
め
る
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
各
相
続
人
が
納
付
す
る
金
額
の
合
計
額
は
、
当

該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
つ
て
は
な
ら
な
い
。

７

第
十
二
条
第
二
項
並
び
に
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
処
分
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

８

行
政
手
続
条
例
第
○
条
〔
行
政
手
続
法
第
三
章
第
二
節
（
第
二
十
八
条
を
除
く
。
）
相
当
規
定
〕
の
規
定
は
、
前
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
八
年
八
月
一
日
以
後
の
退
職
に
因
る
退
職
手
当
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

昭
和
二
十
八
年
七
月
三
十
一
日
以
前
の
退
職
に
因
る
退
職
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

昭
和
二
十
八
年
七
月
三
十
一
日
に
現
に
在
職
し
て
い
た
職
員
（
附
則
第
十
六
項
に
規
定
す
る
職
員
で
も
と
の
陸
海
軍
に
属

し
、
か
つ
、
も
と
の
陸
海
軍
か
ら
俸
給
を
受
け
て
い
た
も
の
（
以
下
「
未
復
員
者
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。

）
の
同
年
同
月
同
日
以
前
に
お
け
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か

58



、
第
七
条
（
第
五
項
中
段
を
除
く
。
）
、
第
七
条
の
二
、
第
七
条
の
三
並
び
に
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
昭
和
○
○
年
○
○
県
条
例
第
○
○
号
。
以
下
「
条
例
第
○
○
号
」
と
い
う
。
）
（
注
、
昭
和
四
十
八
年
五

月
二
十
八
日
自
治
給
第
三
十
一
号
参
照
）
附
則
第
九
項
及
び
附
則
第
十
五
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

４

昭
和
二
十
八
年
七
月
三
十
一
日
に
現
に
在
職
し
て
い
た
職
員
の
同
日
以
前
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
は
、
当
該

各
号
に
規
定
す
る
者
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
者
が
、
当
該

各
号
に
掲
げ
る
期
間
に
係
る
者
と
し
て
の
身
分
を
失
つ
た
際
に
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
に
相
当
す
る
給
与
の

支
給
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
給
与
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
在
職
期
間
の
三
分
の
二
の
期
間
は
、
そ
の
者
の
職
員
と

し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
に
は
、
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

一

先
に
職
員
と
し
て
在
職
し
た
者
で
あ
つ
て
、
任
命
権
者
の
承
認
又
は
勧
奨
を
受
け
、
引
き
続
い
て
外
国
政
府
又
は
日
本

政
府
若
し
く
は
外
国
政
府
と
特
殊
の
関
係
が
あ
つ
た
法
人
で
外
国
に
お
い
て
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
法
（
昭
和
五
十

九
年
法
律
第
六
十
九
号
）
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
日
本
専
売
公
社
（
以
下
「
旧
専
売
公
社
」
と

い
う
。
）
、
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
八
十
七
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
日
本

国
有
鉄
道
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
十
六
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
日
本
国
有
鉄
道
（
以
下
「
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旧
日
本
国
有
鉄
道
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十

五
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
日
本
電
信
電
話
公
社
（
以
下
「
旧
電
信
電
話
公
社
」
と
い
う
。
）

の
事
業
と
同
種
の
事
業
を
行
つ
て
い
た
も
の
で
、
施
行
令
附
則
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も

の
の
職
員
（
以
下
「
外
国
政
府
職
員
等
」
と
い
う
。
）
と
な
る
た
め
退
職
し
、
か
つ
、
外
国
政
府
職
員
等
と
し
て
の
身
分

を
失
つ
た
後
に
引
き
続
い
て
再
び
職
員
と
な
つ
た
も
の
の
当
該
外
国
政
府
職
員
等
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
の
三

分
の
二
の
期
間

二

先
に
職
員
と
し
て
在
職
し
た
者
で
あ
つ
て
、
任
命
権
者
の
承
認
又
は
勧
奨
を
受
け
、
引
き
続
い
て
旧
国
民
医
療
法
（
昭

和
十
七
年
法
律
第
七
十
号
）
に
規
定
す
る
日
本
医
療
団
（
以
下
「
医
療
団
」
と
い
う
。
）
の
職
員
（
以
下
「
医
療
団
職
員

」
と
い
う
。
）
と
な
る
た
め
退
職
し
、
か
つ
、
医
療
団
の
業
務
の
地
方
公
共
団
体
へ
の
引
継
ぎ
と
と
も
に
引
き
続
い
て
再

び
職
員
と
な
つ
た
も
の
の
当
該
医
療
団
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
の
三
分
の
二
の
期
間

三

先
に
職
員
と
し
て
在
職
し
た
者
で
あ
つ
て
、
任
命
権
者
の
承
認
又
は
勧
奨
を
受
け
、
引
き
続
い
て
日
本
赤
十
字
社
の
救

護
員
（
以
下
「
救
護
員
」
と
い
う
。
）
と
な
る
た
め
退
職
し
救
護
員
と
し
て
旧
日
本
赤
十
字
社
令
（
明
治
四
十
三
年
勅
令

第
二
百
二
十
八
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
戦
地
勤
務
（
恩
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
五
十
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五
号
）
附
則
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
戦
地
勤
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
服
し
、
か
つ
、
救
護
員
と
し

て
の
身
分
を
失
つ
た
後
に
引
き
続
い
て
再
び
職
員
と
な
つ
た
も
の
の
当
該
救
護
員
と
し
て
戦
地
勤
務
に
服
し
た
期
間
の
三

分
の
二
の
期
間

四

先
に
職
員
と
し
て
在
職
し
た
者
で
あ
つ
て
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
期
間

イ

任
命
権
者
の
承
認
又
は
勧
奨
を
受
け
、
引
き
続
い
て
外
国
に
あ
つ
た
特
殊
機
関
の
職
員
で
、
施
行
令
附
則
第
三
項
第

六
号
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
外
国
特
殊
機
関
職
員
」
と
い
う
。
）
と
な
る
た
め
退
職
し

、
か
つ
、
外
国
特
殊
機
関
職
員
と
し
て
の
身
分
を
失
つ
た
後
に
引
き
続
い
て
再
び
職
員
と
な
つ
た
者
の
当
該
外
国
特
殊

機
関
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
の
三
分
の
二
の
期
間

ロ

任
命
権
者
の
承
認
又
は
勧
奨
を
受
け
、
引
き
続
い
て
外
国
政
府
の
職
員
と
な
る
た
め
退
職
し
当
該
外
国
政
府
の
当
該

業
務
の
外
国
に
あ
つ
た
特
殊
機
関
へ
の
引
継
ぎ
と
と
も
に
、
引
き
続
い
て
外
国
特
殊
機
関
職
員
と
な
り
、
か
つ
、
外
国

特
殊
機
関
職
員
と
し
て
の
身
分
を
失
つ
た
後
に
引
き
続
い
て
再
び
職
員
と
な
つ
た
者
の
当
該
外
国
政
府
の
職
員
及
び
当

該
外
国
特
殊
機
関
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
の
三
分
の
二
の
期
間

５

昭
和
二
十
八
年
七
月
三
十
一
日
に
現
に
在
職
し
て
い
た
職
員
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
も
の
の
先
の
職
員
と
し
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て
の
在
職
期
間
は
、
後
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
に
引
き
続
い
た
も
の
と
み
な
す
。

一

先
に
職
員
と
し
て
在
職
し
た
者
で
あ
つ
て
、
任
命
権
者
の
承
認
又
は
勧
し
よ
う
を
受
け
て
他
の
任
命
権
者
に
属
す
る
職

員
と
な
る
た
め
退
職
し
、
か
つ
、
任
命
権
者
の
手
続
の
遅
延
の
た
め
退
職
の
日
の
翌
々
日
以
後
に
お
い
て
他
に
就
職
す
る

こ
と
な
く
そ
の
承
認
又
は
勧
し
よ
う
を
受
け
た
他
の
任
命
権
者
に
属
す
る
職
員
と
な
つ
た
も
の

二

先
に
職
員
と
し
て
在
職
し
た
者
で
あ
つ
て
、
任
命
権
者
の
承
認
又
は
勧
し
よ
う
を
受
け
、
引
き
続
い
て
在
外
研
究
員
又

は
外
国
留
学
生
（
以
下
「
在
外
研
究
員
等
」
と
い
う
。
）
と
な
る
た
め
退
職
し
、
か
つ
、
そ
の
研
究
又
は
留
学
を
終
え
た

に
引
き
続
い
て
再
び
職
員
と
な
つ
た
も
の

６

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
に
現
に
左
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
た
も
の
が
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
か
ら
昭
和
二
十

八
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
他
に
就
職
す
る
こ
と
な
く
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
で

あ
つ
た
期
間
は
、
そ
の
も
の
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
に
引
き
続
い
た
も
の
と
み
な
す
。

一

外
地
官
署
所
属
職
員

外
地
官
署
所
属
職
員
の
身
分
に
関
す
る
件
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
二
百
八
十
七
号
）
の
規
定

に
よ
り
そ
の
身
分
を
保
留
す
る
期
間
が
満
了
す
る
日
の
翌
日

二

外
国
政
府
職
員
等
、
外
国
特
殊
機
関
職
員
又
は
在
外
研
究
員
等

昭
和
二
十
年
八
月
十
六
日
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三

救
護
員
戦
地
勤
務
に
服
し
た
こ
と
の
あ
る
者
又
は
軍
人
軍
属

そ
の
身
分
を
失
つ
た
日

７

先
に
職
員
と
し
て
在
職
し
た
者
で
あ
つ
て
、
旧
公
職
に
関
す
る
就
職
禁
止
、
退
官
、
退
職
等
に
関
す
る
勅
令
（
昭
和
二
十

一
年
勅
令
第
百
九
号
）
第
一
条
若
し
く
は
旧
公
職
に
関
す
る
就
職
禁
止
、
退
職
等
に
関
す
る
勅
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第

一
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
さ
せ
ら
れ
た
も
の
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
措
置
で
施
行
令
附
則
第
六
項
の
規
定
に
基
く

総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
そ
の
者
の
意
思
に
よ
ら
な
い
で
退
職
さ
せ
ら
れ
た
も
の
（
先
に
職
員
と
し
て
在
職
し
、
終

戦
に
伴
い
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
以
後
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
り
公
職
に
つ
く
こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ
た
日
前
に
お
い
て
そ
の
者

の
意
思
に
よ
ら
な
い
で
退
職
し
た
者
の
う
ち
こ
れ
ら
の
措
置
の
適
用
を
受
け
た
も
の
で
、
そ
の
禁
ぜ
ら
れ
た
日
（
そ
の
禁
ぜ

ら
れ
た
日
前
に
再
び
職
員
と
な
つ
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
再
び
職
員
と
な
つ
た
日
）
の
前
日
ま
で
の
間
に
他
に
就
職
し
な

か
つ
た
も
の
を
含
む
。
）
が
、
そ
の
退
職
の
後
、
法
令
の
規
定
又
は
特
別
の
手
続
に
よ
り
こ
れ
ら
の
措
置
が
解
除
さ
れ
た
日

（

こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
り
就
職
が
制
限
さ
れ
な
か
つ
た
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
退
職
の
日
）
か
ら
昭
和

二
十
八
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
再
び
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
先
に
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
は
、
そ

の
者
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
に
引
き
続
い
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
措
置
が
解
除
さ
れ
た
日
か
ら
百
二

十
日
を
経
過
し
た
日
以
後
に
再
び
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
経
過
し
た
日
か
ら
再
び
職
員
と
な
つ
た
日
の
前
日
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ま
で
の
間
に
他
に
就
職
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

８

昭
和
二
十
八
年
七
月
三
十
一
日
に
現
に
在
職
し
て
い
た
職
員
で
あ
つ
て
、
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
（
も
と
の
外
地
の

地
方
公
共
団
体
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
勤
務
し
て
い
た
公
務
員
を
含
む
。
以
下
本
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か

ら
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た
も
の
及
び
同
年
同
月
同
日
に
現
に
在
職
し
て
い
た
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
で
あ
つ
て
同

年
八
月
一
日
以
後
に
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た
も
の
の
同
年
七
月
三
十
一
日
以
前
に
お
け
る
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等

と
し
て
の
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
四
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
ほ
か
、
第
七
条
第
五
項
及
び

第
六
項
、
第
七
条
の
三
並
び
に
条
例
第
○
○
号
附
則
第
九
項
及
び
附
則
第
十
五
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
七
条
第
五
項
た
だ
し
書
中
「
退
職
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
、
「
退
職
（
条
例
第
○
○
号
に
よ
る
改
正
前
の
第
七
条
の

四
第
一
項
の
退
職
、
附
則
第
十
三
項
の
特
殊
退
職
及
び
附
則
第
十
四
項
に
規
定
す
る
職
員
又
は
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
と

し
て
在
職
し
た
後
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
給
与
の
支
給
を
受
け
て
し
た
退
職
を
除
く
。

）
に
よ
り
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

９

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
先
に
職
員
と
し
て
在
職
し
た
者
で
あ
つ
て
昭
和
二
十
八
年
七
月
三
十
一
日
以
前
に
お
い
て
こ
の

条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
に
相
当
す
る
給
与
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
な
く
引
き
続
い
て
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
と
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な
つ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
で
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等

と
な
つ
た
も
の
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
に
現
に
附
則
第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
者
（
救
護
員
で
戦
地
勤
務
に
服
し
た
こ
と
の
あ
る
者
、
外

10
国
特
殊
機
関
職
員
及
び
在
外
研
究
員
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
外
地
官
署
所
属
職
員
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ

た
者
で
同
日
に
お
い
て
本
邦
外
に
あ
つ
た
も
の
の
う
ち
、
昭
和
二
十
八
年
八
月
一
日
以
後
に
お
い
て
そ
の
本
邦
に
帰
還
し
た

日
か
ら
三
年
（
特
殊
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
任
命
権
者
が
知
事
と
協
議
し
て
定
め
る
期
間
を
加
算
し
た

期
間
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
内
に
職
員
と
な
つ
た
も
の
又
は
同
年
八
月
一
日
以
後
に
お
い
て
そ
の
本
邦
に
帰

還
し
た
日
か
ら
三
年
以
内
に
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
と
な
り
、
引
き
続
き
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
と
し
て
在
職
し

た
後
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
外
地
官
署
所
属
職
員
等
で
あ
つ
た
期
間
は
、
そ
の
者
の
同
年
八
月
一

日
以
後
に
お
い
て
最
初
に
開
始
す
る
職
員
又
は
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
と
し
て
の
在
職
期
間
に
引
き
続
い
た
も
の
と
み

な
し
、
か
つ
、
当
該
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
と
し
て
の
在
職
期
間
に
引
き
続
い
た
も
の
と
み
な
す
場
合
に
あ
つ
て
は
当

該
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
と
し
て
の
在
職
期
間
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
勤
続
期
間
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
本
邦
に
帰
還
し
た
日
か
ら
当
該
職
員
又
は
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
と
し
て
の
在
職
期
間
の
開
始
の
日
の
前
日
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ま
で
の
間
に
他
に
就
職
し
た
こ
と
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

前
項
に
規
定
す
る
者
（
未
復
員
者
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
の
昭
和
二
十
八
年
七
月
三
十
一
日
（
同
年
八
月
一
日
以
後

11
に
附
則
第
六
項
第
一
号
に
規
定
す
る
期
間
が
満
了
す
る
外
地
官
署
所
属
職
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
間
が
満
了
す
る
日
）
以

前
に
お
け
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
を
除
き
、
附
則
第
四
項
及
び
附
則
第
五
項
（

こ
れ
ら
の
規
定
を
附
則
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
附
則
第
九
項
の
規
定
を
準
用
す
る
ほ
か
、
第

七
条
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
七
条
の
三
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
五
項
た
だ
し
書
中

「
退
職
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
、
「
退
職
（
附
則
第
十
三
項
の
特
殊
退
職
及
び
附
則
第
十
四
項
に
規
定
す
る
職
員
又
は
職
員

以
外
の
地
方
公
務
員
と
し
て
在
職
し
た
後
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
給
与
の
支
給
を
受
け

て
し
た
退
職
を
除
く
。
）
に
よ
り
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
七
月
三
十
一
日
に
現
に
在
職
す
る
職
員
、
同
日
に
現
に
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
と
し
て
在
職
し
、
同

12
日
後
に
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た
者
又
は
附
則
第
十
項
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
、
職
員
と
し
て
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中

に
お
い
て
職
員
又
は
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
と
し
て
在
職
し
た
後
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
又
は
こ
れ
に
相

当
す
る
給
与
の
支
給
を
受
け
て
特
殊
退
職
を
し
、
か
つ
、
職
員
又
は
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
と
な
つ
た
こ
と
が
あ
る
も

66



の
が
退
職
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
に
対
す
る
一
般
の
退
職
手
当
の
額
は
、
第
二
条
の
四
か
ら
第
五
条
の
三
ま
で
、
第
六

条
か
ら
第
六
条
の
五
ま
で
、
条
例
○
○
号
に
よ
る
改
正
前
の
第
七
条
の
四
第
二
項
及
び
附
則
第
十
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
者
の
退
職
の
日
に
お
け
る
給
料
月
額
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
割
合
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
割
合
（
附
則
第
十
四
項

に
規
定
す
る
職
員
若
し
く
は
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
と
し
て
在
職
し
た
後
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
若
し
く
は

こ
れ
に
相
当
す
る
給
与
の
支
給
を
受
け
て
し
た
退
職
を
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
割
合
と
そ
の
者
に
係
る
附
則
第
十
四
項

に
お
い
て
例
に
よ
る
附
則
第
十
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
割
合
と
を
合
計
し
た
割
合
）
を
控
除
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と

す
る
。

一

そ
の
者
が
第
二
条
の
四
か
ら
第
五
条
の
三
ま
で
及
び
第
六
条
か
ら
第
六
条
の
五
ま
で
、
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
昭
和
○
○
年
○
○
県
条
例
第
○
○
号
）
（
注
、
昭
和
三
十
七
年
九
月
二
十
九
日
自
治
丙
甲

発
第
二
十
号
、
各
都
道
府
県
総
務
部
長
、
各
都
道
府
県
人
事
委
員
会
事
務
局
長
あ
て
自
治
省
行
政
局
長
通
知
参
照
）
附
則

第
六
項
並
び
に
条
例
○
○
号
附
則
第
五
項
か
ら
附
則
第
八
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
の
退
職
手
当
の
支
給
を
受

け
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
退
職
手
当
の
額
の
当
該
給
料
月
額
に
対
す
る
割
合

二

そ
の
者
が
特
殊
退
職
を
し
た
際
に
、
そ
の
際
支
給
を
受
け
た
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
又
は
こ
れ
に
相
当
す
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る
給
与
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
勤
続
期
間
（
当
該
給
与
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
べ
き
勤
続
期
間
が
そ
の
者
が

在
職
し
た
地
方
公
共
団
体
等
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
定
に
お
い
て
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
給
与

の
額
を
当
該
特
殊
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
給
料
月
額
で
除
し
て
得
た
数
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
数
（
一
未
満
の
端

数
を
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
。
）
に
相
当
す
る
月
数
）
を
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
勤
続

期
間
と
み
な
し
た
場
合
の
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
（
附
則
第
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
及
び
外
地

官
署
所
属
職
員
の
う
ち
、
第
四
条
（
二
十
五
年
以
上
勤
続
し
て
退
職
し
た
者
の
う
ち
勤
務
公
署
の
移
転
に
よ
り
退
職
し
た

者
で
あ
つ
て
任
命
権
者
が
知
事
の
承
認
を
得
て
定
め
る
も
の
以
外
の
者
に
係
る
退
職
手
当
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
若

し
く
は
第
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
退
職
手
当
に
係
る
退
職
（
以
下
「
整
理
退
職
」
と
い

う
。
）
に
該
当
す
る
特
殊
退
職
を
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
）
の
支
給
を
受
け
た

も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
退
職
手
当
の
額
の
当
該
特
殊
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
給
料
月
額
に
対
す
る
割
合

（
特
殊
退
職
を
二
回
以
上
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
退
職
に
係
る
当
該
割
合
を
合
計
し
た
割
合
）

前
項
の
特
殊
退
職
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
退
職
又
は
身
分
の
喪
失
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
退

13
職
に
あ
つ
て
は
、
整
理
退
職
に
該
当
す
る
退
職
を
除
く
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一

職
員
が
退
職
し
、
か
つ
、
退
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日
に
再
び
職
員
と
な
る
場
合
（
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
が
退
職

し
、
か
つ
、
退
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日
に
再
び
当
該
退
職
の
日
ま
で
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
等
の
職
員
以

外
の
地
方
公
務
員
等
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
の
退
職

二

職
員
又
は
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
が
任
免
権
者
の
要
請
を
受
け
て
職
員
又
は
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
と
な
る

た
め
退
職
し
、
か
つ
、
退
職
の
日
又
は
、
そ
の
翌
日
に
職
員
又
は
当
該
職

員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
と
な
る
場
合
（
前

号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
退
職

三

附
則
第
四
項
各
号
又
は
附
則
第
五
項
各
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
附
則
第
八
項
及
び
附
則
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
退
職

四

附
則
第
七
項
（
附
則
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
退
職

五

外
地
官
署
所
属
職
員
又
は
軍
人
軍
属
の
身
分
の
喪
失

職
員
又
は
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
か
ら
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た
者
の
う
ち
、
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職

14
期
間
（
そ
の
者
が
当
該
在
職
期
間
中
に
お
い
て
た
ば
こ
事
業
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
四
条
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
法
及
び
電
気
通
信
事
業
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
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律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
等
退
職

手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
者
と
し
て
在
職
し
た
後
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退

職
手
当
に
相
当
す
る
給
与
の
支
給
を
受
け
て
退
職
を
し
た
こ
と
が
あ
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
退
職
の
日
（
当
該
退
職

を
二
回
以
上
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
う
ち
の
最
終
の
退
職
の
日
）
以
後
の
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
に
限

る
。
）
中
に
お
い
て
、
昭
和
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
職
員
又
は
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
と
し
て
在
職
し

た
後
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
給
与
の
支
給
を
受
け
て
退
職
（
整
理
退
職
に
該
当
す
る
退

職
及
び
特
殊
退
職
に
該
当
す
る
退
職
を
除
く
。
）
を
し
、
か
つ
、
退
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日
に
、
職
員
又
は
職
員
以
外
の
地

方
公
務
員
と
な
つ
た
こ
と
が
あ
る
も
の
が
退
職
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
に
対
す
る
一
般
の
退
職
手
当
の
額
に
つ
い
て
は

、
附
則
第
十
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
た
だ

し
書
中
「
退
職
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
、
「
退
職
（
条
例
第
○
○
号
に
よ
る
改
正
前
の
第
七
条
の
四
第
一
項
の
退
職
、
附
則

第
十
三
項
の
特
殊
退
職
及
び
附
則
第
十
四
項
に
規
定
す
る
職
員
又
は
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
と
し
て
在
職
し
た
後
こ
の
条

例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
給
与
の
支
給
を
受
け
て
し
た
退
職
を
除
く
。
）
に
よ
り
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。
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未
復
員
者
の
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
八
年
七
月
三
十
一
日
現
在
に
お
け
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
関
す

15
る
規
定
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
本
邦
に
帰
還
後
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た
未
復
員
者
（
第
十
九
条
第
二
項
又
は
職
員
の

退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成□
□

年○
○

県
条
例
第□

□

号
。
附
則
第
十
九
項
に
お
い
て
「
条

例
第□

□

号
」
と
い
う
。
）
（
注
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
総
行
給
第
四
十
五
号
参
照
）
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

第
十
三
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
、
引
き
続
い
て
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
と
な
り
、
さ
ら
に
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ

た
者
を
含
む
。
）
又
は
附
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
未
復
員
者
の
未
復
員
者
と
し
て
の
勤
続
期
間
（
未
復
員
者
と

し
て
の
勤
続
期
間
に
引
き
続
い
た
未
復
員
者
以
外
の
職
員
又
は
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
と
し
て
の
昭
和
二
十
八
年
七
月

三
十
一
日
以
前
に
お
け
る
勤
続
期
間
を
含
む
。
）
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
未
復
員
者
以
外
の
職
員
の
例
に
よ
る
。

こ
の
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
つ
て
、
昭
和
二
十
年
九
月
二
日
以
後
ソ
ヴ
イ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
、
樺
太

16
、
千
島
、
北
緯
三
十
八
度
以
北
の
朝
鮮
、
関
東
州
、
満
州
又
は
中
国
本
土
の
地
域
内
に
お
い
て
生
存
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ

る
資
料
が
あ
り
、
且
つ
、
本
邦
に
帰
還
し
て
い
な
い
も
の
（
自
己
の
意
思
に
よ
り
帰
還
し
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び

昭
和
二
十
年
九
月
二
日
以
後
に
お
い
て
、
本
邦
に
あ
つ
た
者
を
除
く
。
）
が
恩
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
又
は
退
隠
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
昭
和
○
○
年
○
○
県
条
例
第
○
○
号
）
の
規
定
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に
よ
つ
て
退
職
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
、
又
は
昭
和
二
十
八
年
八
月
一
日
以
後
死
亡
が
確
認
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の

者
が
そ
の
退
職
の
日
又
は
死
亡
の
確
認
の
日
に
退
職
し
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
者
が
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
に
お
い
て

受
け
て
い
た
給
料
月
額
（
そ
の
額
が
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
額
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
額
の
直
近
上
位

の
額
と
す
る
。
）
に
対
応
す
る
別
表
下
欄
に
掲
げ
る
新
給
料
月
額
を
計
算
の
基
礎
と
し
た
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当

（
そ
の
退
職
の
日
が
昭
和
二
十
八
年
七
月
三
十
一
日
以
前
の
日
で
あ
る
と
き
は
、
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
退
職
手
当
条
例
第

条
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
）
を
支
給
す
る
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
恩
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
又
は
退
隠
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
り

17
退
職
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
退
職
手
当
は
、
職
員
の
家
族
で
本
邦
に
居
住
し
て
い
る
も
の

か
ら
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
家
族
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
家
族
の
範
囲
及
び
順
位
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

18
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
遺
族
」
と
あ
る
の
は
「
家
族
」
と
、
「
死
亡
当
時
」
と
あ
る
の
は
「
退
職
当
時
」
と
、
「
主

と
し
て
そ
の
収
入
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
が
帰
還
し
て
い
る
と
す
れ
ば
主
と
し
て
そ
の
収

入
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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附
則
第
十
六
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
職
員
が
本
邦
に
帰
還
後
引
き
続
き
職
員
と
し
て
在
職
し
、
若
し
く
は
引
き
続

19
い
て
職
員
と
な
つ
て
在
職
す
る
場
合
又
は
第
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
条
例
第
□
□
号
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
十
三
条

の
規
定
の
適
用
を
受
け
、
引
き
続
い
て
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
と
な
つ
て
在
職
す
る
場
合
に
お
い
て
、
恩
給
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
又
は
退
隠
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
第

○
○
条
第
○
○
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
適
用
が
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
し
、
恩
給
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
附
則
第
三
十
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
又
は
退
隠
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
第
○
○
条
第
○
○
項

第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
た
退
職

手
当
は
返
還
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
し
、
当
該
退
職
手
当
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
在
職
期
間
は
、
そ
の
者
の
引
き

続
い
た
在
職
期
間
に
は
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
八
月
一
日
以
後
に
死
亡
し
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
死
亡
賜
金
、
死
亡
一
時
金
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

20
は
、
支
給
し
な
い
。

昭
和
六
十
年
四
月
一
日
に
現
に
在
職
す
る
職
員
で
旧
専
売
公
社
又
は
旧
電
信
電
話
公
社
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
（
以

21
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
公
社
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
も
の
の
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
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な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
旧
公
社
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職

期
間
と
み
な
す
。

昭
和
六
十
年
三
月
三
十
一
日
に
旧
専
売
公
社
の
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
者
が
、
引
き
続
い
て
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式

22
会
社
の
職
員
と
な
り
、
か
つ
、
引
き
続
き
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
後
職
員
と
な
つ
た
場
合
又

は
同
日
に
旧
電
信
電
話
公
社
の
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
者
が
、
引
き
続
い
て
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
職
員
と
な
り

、
か
つ
、
引
き
続
き
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
後
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
退
職

手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
同
日
ま
で
の
た
ば
こ
事
業
法
等
の
施
行
に
伴
う
関

係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
法
及
び
電
気
通
信
事
業
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法

律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職

員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
及
び
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
以
後
の
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
又
は
日
本
電
信
電
話

株
式
会
社
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
日
本
た

ば
こ
産
業
株
式
会
社
又
は
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
を
退
職
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
を
含
む
。

）
の
支
給
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
に
現
に
在
職
す
る
職
員
で
旧
日
本
国
有
鉄
道
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
有
す
る
も
の
の
退

23
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
旧
日
本
国
有
鉄
道
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

を
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
す
。

昭
和
六
十
二
年
三
月
三
十
一
日
に
旧
日
本
国
有
鉄
道
の
職
員
と
し
て
在
職
す
る
者
が
、
引
き
続
い
て
日
本
国
有
鉄
道
改
革

24
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
承
継
法
人
で
あ
つ
て
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
運
輸
大
臣
が
指
定
す
る
法
人
以
外
の
も

の
又
は
同
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百

三
十
六
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
承
継
法
人
等

」
と
い
う
。
）
の
職
員
と
な
り
、
か
つ
、
引
き
続
き
承
継
法
人
等
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
後
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た

場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
同
日
ま
で
の
旧
日

本
国
有
鉄
道
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
及
び
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
以
後
の
承
継
法
人
等
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

を
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
承
継
法
人
等
を
退
職
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職
手

当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
を
含
む
。
）
の
支
給
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

当
分
の
間
、
三
十
五
年
以
下
の
期
間
勤
続
し
て
退
職
し
た
者
（
条
例
第○

○

号
（
注
、
昭
和
四
十
八
年
五
月
二
十
八
日
自

25
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治
給
第
三
十
一
号
参
照
）
附
則
第
五
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
第
三
条
か

ら
第
五
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十
三
・
七
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
六
条
の
五
第
一
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
条
並
び
に
附
則
第
二
十
五
項
」
と
す
る
。

当
分
の
間
、
三
十
六
年
以
上
四
十
二
年
以
下
の
期
間
勤
続
し
て
退
職
し
た
者
（
条
例
第
○
○
号
附
則
第
六
項
の
規
定
に
該

26
当
す
る
者
を
除
く
。
）
で
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た
も
の
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
同
項

又
は
第
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
前
項
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

当
分
の
間
、
三
十
五
年
を
超
え
る
期
間
勤
続
し
て
退
職
し
た
者
（
条
例
第○

○

号
附
則
第
七
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を

27
除
く
。
）
で
第
五
条
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た
も
の
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
そ
の
者
の
勤
続
期
間
を
三

十
五
年
と
し
て
附
則
第
二
十
五
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
て
得
ら
れ
る
額
と
す
る
。

平
成
十
年
十
月
二
十
一
日
に
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る

28
解
散
前
の
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
（
以
下
「
旧
事
業
団
」
と
い
う
。
）
の
職
員
と
し
て
在
職
す
る
者
（
同
法
附
則
第
十

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
等
施
行
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
三
十
六
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
が
、
引
き
続
い
て
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
（
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平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
日
本
鉄
道
建
設
公
団
（
以
下
「
旧
公
団
」

と
い
う
。
）
の
職
員
と
な
り
、
か
つ
、
引
き
続
き
旧
公
団
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
後
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た
場
合
に

お
け
る
そ
の
者
の
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
旧
日
本
国
有
鉄
道
の
職
員

と
し
て
の
在
職
期
間
、
旧
事
業
団
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
及
び
旧
公
団
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
職
員
と
し
て
の

引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
旧
事
業
団
又
は
旧
公
団
を
退
職
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職
手
当
（
こ

れ
に
相
当
す
る
給
付
を
含
む
。
）
の
支
給
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
に
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
附
則
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る

29
機
関
（
以
下
「
旧
機
関
」
と
い
う
。
）
の
職
員
と
し
て
在
職
す
る
者
が
、
同
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
い
て
国

立
大
学
法
人
等
（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
法

人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
職
員
と
な
り
、
か
つ
、
引
き
続
き
国
立
大
学
法
人
等
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
後
引
き
続
い

て
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の

国
立
大
学
法
人
等
の
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
を
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
す
。
た
だ
し

、
そ
の
者
が
国
立
大
学
法
人
等
を
退
職
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
を
含
む
。
）
の
支
給
を
受
け
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て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

旧
機
関
の
職
員
が
、
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
事
由
に
よ
つ
て
引
き
続
い
て
職
員
と
な
り
、
か
つ
、
引
き
続
い
て
職
員

30
と
し
て
在
職
し
た
後
引
き
続
い
て
国
立
大
学
法
人
等
の
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
職
員
と
し
て
の
勤
続
期

間
が
、
当
該
国
立
大
学
法
人
等
の
退
職
手
当
の
支
給
の
基
準
（
国
立
大
学
法
人
法
第
三
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
独
立
行

政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
五
十
条
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
を
い
う
。
）
に
よ
り
、
当
該
国

立
大
学
法
人
等
の
職
員
と
し
て
の
勤
続
期
間
に
通
算
さ
れ
る
こ
と
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
場
合
を
除
き
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
は
、
支
給
し
な
い
。

退
職
し
た
者
の
基
礎
在
職
期
間
中
に
給
料
月
額
の
減
額
改
定
（
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
行
わ
れ
た
給
料
月
額

31
の
減
額
改
定
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
そ
の
者
の
給
料
月
額
が
減
額
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
者
の
減
額
後
の
給
料
月
額
が
減
額
前
の
給
料
月
額
に
達
し
な
い
場
合
に
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
支
給
す

る
こ
と
と
す
る
条
例
の
適
用
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
に
は
、
当
該
差
額
を
含

ま
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
る
給
料
表
が

適
用
さ
れ
る
職
員
に
係
る
基
本
給
月
額
に
含
ま
れ
る
給
料
の
月
額
及
び
同
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
職
員
に
係
る
基
本
給
月
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額
に
含
ま
れ
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
行
方
不
明
と
な
つ
た
職
員
（
以

32
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
行
方
不
明
職
員
」
と
い
う
。
）
の
生
死
が
三
月
間
分
か
ら
な
い
場
合
又
は
行
方
不
明
職
員
の
死
亡
が

三
月
以
内
に
明
ら
か
と
な
り
、
か
つ
、
そ
の
死
亡
の
時
期
が
分
か
ら
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
日
に
、
当
該
行
方
不
明
職
員
は
、
死
亡
し
た
も
の
と
推
定
す
る
。

平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
退
職
し
た
職
員
に
対
す
る
第
十
条
第
十
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

33
「
第
二
十
八
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
八
条
ま
で
及
び
附
則
第
五
条
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
ロ

雇
用
保
険
法
第

二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
就
職
が
困
難
な
者
で
あ
つ
て
、
同
法
第
二
十
四
条
の

二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、
知
事
が
同
項
に

規
定
す
る
指
導
基
準
に
照
ら
し
て
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
職
業
安
定
法
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
業
指
導

を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
も
の
」
と
あ
る
の
は

「
ロ

雇
用
保
険
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
就
職
が
困
難
な
者
で
あ
つ
て

、
同
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
し
、
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か
つ
、
知
事
が
同
項
に
規
定
す
る
た
め
に
必
要
な
職
業
安
定
法
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
業
指
導
を
行
う
こ
と
が
適
当

で
あ
る
と
認
め
た
も
の
（
イ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

ハ

特
定
退
職
者
で
あ
つ
て
、
雇
用
保
険
法
附
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
内
に
居
住
し
、
か
つ
、
知
事
が
同
法
第

二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
導
基
準
に
照
ら
し
て
再
就
職
を
促
進
す
る
指
導
基
準
に
照
ら
し
て
再
就
職
を
促
進
す

る
た
め
に
必
要
な
職
業
安
定
法
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
業
指
導
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
も
の
」
と
す

る
。

別
表

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
現
在
の
給
料
月
額

新
給
料
月
額

四
〇
円

六
、
〇
〇
〇
円

四
五

六
、
二
〇
〇

五
〇

六
、
六
五
〇

五
五

七
、
一
五
〇

六
五

七
、
六
五
〇
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七
五

八
、
一
五
〇

八
五

八
、
六
五
〇

九
五

九
、
二
五
〇

一
〇
五

九
、
八
五
〇

一
一
五

一
〇
、
六
五
〇

一
二
五

一
一
、
五
五
〇

一
三
五

一
二
、
四
五
〇

一
四
五

一
三
、
四
〇
〇

一
六
〇

一
四
、
六
〇
〇

一
七
五

一
五
、
八
〇
〇

一
九
〇

一
六
、
四
〇
〇

二
〇
五

一
七
、
八
〇
〇

二
二
〇

一
八
、
五
〇
〇
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二
四
〇

二
〇
、
〇
〇
〇

二
六
〇

二
一
、
六
〇
〇

二
八
〇

二
三
、
三
〇
〇

三
〇
〇

二
五
、
一
〇
〇

三
二
〇

二
七
、
三
〇
〇

三
六
〇

二
九
、
五
〇
〇

四
〇
〇

三
一
、
九
〇
〇

四
四
〇

三
四
、
五
〇
〇

四
八
〇

三
八
、
八
〇
〇

五
二
〇

四
四
、
八
〇
〇

附

則
（
昭
和
四
十
八
年
五
月
二
十
八
日
自
治
給
第
三
十
一
号
）

５

適
用
日
に
在
職
す
る
職
員
（
適
用
日
に
改
正
前
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第

七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
公
庫
等
職
員
（
以
下
「
指
定
法
人
職
員
」
と
い
う
。
）
と
し
て
在
職
す
る
者
の
う
ち
、
適
用
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日
前
に
職
員
か
ら
引
き
続
い
て
指
定
法
人
職
員
と
な
つ
た
者
又
は
適
用
日
に
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
と
し
て
在
職
す
る

者
で
、
指
定
法
人
職
員
又
は
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
と
し
て
在
職
し
た
後
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た
も
の
を
含
む
。

次
項
及
び
附
則
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
適
用
日
以
後
に
新
条
例
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
に
該
当
す

る
退
職
を
し
、
か
つ
、
そ
の
勤
続
期
間
が
三
十
五
年
以
下
で
あ
る
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
当
分
の
間
、
新
条

例
第
三
条
か
ら
第
五
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十
三
・
七
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

６

適
用
日
に
在
職
す
る
職
員
の
う
ち
、
適
用
日
以
後
に
新
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
、
か
つ
、
そ

の
勤
続
期
間
が
三
十
六
年
以
上
四
十
二
年
以
下
で
あ
る
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
当
分
の
間
、
同
項
又
は
新
条

例
第
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
前
項
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

７

適
用
日
に
在
職
す
る
職
員
の
う
ち
、
適
用
日
以
後
に
新
条
例
第
五
条
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
、
か
つ
、
そ
の
勤
続

期
間
が
三
十
五
年
を
超
え
る
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
当
分
の
間
、
そ
の
者
の
勤
続
期
間
を
三
十
五
年
と
し
て

附
則
第
五
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
て
得
ら
れ
る
額
と
す
る
。

附

則
（
平
成
十
五
年
六
月
六
日
総
行
給
第
百
四
十
七
号
）

４

当
分
の
間
、
四
十
二
年
を
超
え
る
期
間
勤
続
し
て
退
職
し
た
者
で
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
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定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た
も
の
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
が
同
条
例
第

五
条
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た
も
の
と
し
、
か
つ
、
そ
の
者
の
勤
続
期
間
を
三
十
五
年
と
し
て
同
条
例
附
則
第
二
十

五
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
て
得
ら
れ
る
額
と
す
る
。

附

則
（
平
成
十
八
年
一
月
十
八
日
総
行
給
第
五
号
）

第
二
条

職
員
が
新
制
度
適
用
職
員
（
職
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

以
後
に
退
職
す
る
こ
と
に
よ
り
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。

）
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
退
職
し
た
場
合
に
お
い
て

、
そ
の
者
が
施
行
日
の
前
日
に
現
に
退
職
し
た
理
由
と
同
一
の
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
も
の
と
し
、
か
つ
、
そ
の
者
の
同
日

ま
で
の
勤
続
期
間
及
び
同
日
に
お
け
る
給
料
月
額
を
基
礎
と
し
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す

る
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
か
ら
第
五
条
の
二
ま
で
、
第
六
条
及
び
附
則
第
二
十
五
項
か
ら
第
二
十
七

項
ま
で
、
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
昭
和
○
○

年
○
○
県
条
例
第
○
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
条
例
第
○
号
」
と
い
う
。
）
（
注
、
昭
和
三
十
七
年
九
月
二

十
九
日
自
治
丙
公
発
第
二
十
号
参
照
）
附
則
第
六
項
の
規
定
、
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
退
職
手
当
に
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関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
昭
和
△
△
年
○
○
県
条
例
第
△
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
条
例
第

△
号
」
と
い
う
。
）
（
注
、
昭
和
四
十
八
年
五
月
二
十
八
日
自
治
給
第
三
十
一
号
参
照
）
附
則
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
並

び
に
附
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
□
□
年
○

○
県
条
例
第
□
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
条
例
第
□
号
」
と
い
う
。
）
（
注
、
平
成
十
五
年
六
月
六
日
総
行

給
第
百
四
十
七
号
参
照
）
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
（
当
該
勤
続
期
間
が
四
十
三
年
又
は
四
十
四
年
の
者
で

あ
つ
て
、
傷
病
若
し
く
は
死
亡
に
よ
ら
ず
に
そ
の
者
の
都
合
に
よ
り
又
は
公
務
に
よ
ら
な
い
傷
病
に
よ
り
退
職
し
た
も
の
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
旧
条
例
第
五
条
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た
も
の
と
み
な
し
、
か
つ
、
そ
の
者
の
当
該
勤
続
期

間
を
三
十
五
年
と
し
て
旧
条
例
附
則
第
二
十
五
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
て
得
ら
れ
る
額
）
に
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十

三
・
七
（
当
該
勤
続
期
間
が
二
十
年
以
上
の
者
（
四
十
二
年
以
下
の
者
で
傷
病
又
は
死
亡
に
よ
ら
ず
に
そ
の
者
の
都
合
に
よ

り
退
職
し
た
も
の
及
び
三
十
七
年
以
上
四
十
二
年
以
下
の
者
で
公
務
に
よ
ら
な
い
傷
病
に
よ
り
退
職
し
た
も
の
を
除
く
。
）

に
あ
っ
て
は
、
百
四
分
の
八
十
三
・
七
）
を
乗
じ
て
得
た
額
が
、
新
条
例
第
二
条
の
四
か
ら
第
五
条
の
三
ま
で
及
び
第
六
条

か
ら
第
六
条
の
五
ま
で
並
び
に
附
則
第
二
十
五
項
か
ら
第
二
十
七
項
ま
で
、
附
則
第
四
条
、
附
則
第
五
条
、
附
則
第
七
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
条
例
第
○
号
附
則
第
六
項
、
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
条
例
第
△
号
附
則
第
五
項
か
ら
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第
八
項
ま
で
並
び
に
条
例
第
□
号
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
退
職
手
当
の
額
（
以
下
「
新
条
例
等
退
職
手
当
額

」
と
い
う
。
）
よ
り
も
多
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
多
い
額
を
も
っ
て
そ
の
者
に
支
給
す
べ
き
こ

れ
ら
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
額
と
す
る
。

２

職
員
の
う
ち
新
条
例
第
七
条
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
新
条
例
第
五

条
の
二
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
の
規
定
に
規
定
す
る
期
間
が
新
条
例
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
と
し
て

の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
に
含
ま
れ
る
者
で
あ
っ
て
、
施
行
日
の
前
日
が
当
該
職
員
の
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期

間
に
含
ま
れ
る
期
間
に
含
ま
れ
る
も
の
が
新
制
度
適
用
職
員
と
し
て
退
職
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
退
職
に
よ
る
退
職
手
当

に
つ
い
て
の
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
退
職
し
た
も
の
と
し
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
と
し
て
退
職
し
た

も
の
と
し
」
と
、
「
勤
続
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
勤
続
期
間
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
期
間
」
と
、
「
給
料
月
額
」
と
あ

る
の
は
「
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。

第
五
条

新
条
例
第
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当
の
調
整
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
基
礎
在
職
期
間
の
初
日
が

平
成
八
年
四
月
一
日
前
で
あ
る
者
に
対
す
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
一
項

そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
（

平
成
八
年
四
月
一
日
以
後
の
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
（

第
二
項

基
礎
在
職
期
間

平
成
八
年
四
月
一
日
以
後
の
基
礎
在
職
期
間
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